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１ 議 事 日 程（第２日） 

   （令和２年第２回有田川町議会定例会） 

令和２年６月１８日 

午前９時３０分開議 

於 議 場 

 日程第１ 一般質問 

２ 出席議員は次のとおりである（１６名） 
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５ 会議録署名議員 

    ４番   中 島 詳 裕       12番   岡   省 吾 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正     副 町 長  坂 頭 徳 彦 
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   総 務 課 長  新 田 耕 作    財 務 課 長  中 屋 正 也 

   企 画 調 整 課 長  細 野 正 人    教 育 長  楠 木   茂 

   教 育 部 長  井 上 光 生     

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  竹 中 幸 生    書 記  細 野 鶴 子 
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令和２年第２回定例会一般質問者及び項目表 

通告順 議員名 質  問  項  目 

１ 佐々木裕哲 

 

①学校におけるコロナウイルスの対応について 

②補助金、助成金の取扱いについて 

２ 殿井 堯 ①今年度の予算及び事業についての取組姿勢を問う 

３ 椿原竜二 ①ＧＩＧＡスクール構想（児童１人１台端末）について 

②今後の行事予定（保育所、小中学校）について 

４ 岡 省吾 ①特別定額給付金に関して 

②有田川町応援クーポン配布事業について 

③コロナ禍における学校教育の影響を勘案して 

５ 谷畑 進 ①鏡石トンネルの進捗状況は 

②上六川小学校の今後について 

６ 増谷 憲 ①新型コロナウイルス対策について 

②風力発電問題について 

７ 堀江眞智子 ①有田川の浚渫、河床整備について 

②インフルエンザ予防接種費用について 

８ 小林英世 ①人口動態と少子化 

②情報の発信と収集 

 

８ 議事の経過 

開議 ９時３０分 

○議長（森谷信哉） 

   おはようございます。 

   ただいまの出席議員は１６名であります。 

   定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

   また、説明員は、町長ほか１２名であります。 

……………日程第１ 一般質問…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１、一般質問を行います。 

   配付のとおり、８名の議員から通告を頂いておりますので、順次許可いたします。 

……………通告順１番 １１番（佐々木裕哲）…………… 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君の一般質問を許可します。 

   佐々木裕哲君の質問は、一問一答形式です。 

   １１番、佐々木裕哲君。 
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◯１１番（佐々木裕哲） 

   改めておはようございます。１１番議員、佐々木裕哲です。 

   議長の許可が出ましたんで、一般質問をさせていただきます。 

   私の質問は一問一答方式で行います。 

   私の今回の質問は、学校におけるコロナウイルス感染対応についてであります。そ

れが１問目の質問です。２番目の質問として、補助金、助成金の取扱いについて質問

させていただきます。 

   まず、学校におけるコロナウイルス感染対応でありますが、当初、和歌山県は、こ

れは大変なことになるのではないかと心配しましたが、県が率先し、市町村及び企業、

職場の、そして県民の皆さん方の努力によりまして大きく広がらず、今現在、一安心

しているところでありますが、しかし、いつ第２・第３波が起こるかもしれません。

そこで今回の質問で、県教育委員会より各市町村へ休校等の要請に対し、楠木教育長

のもと、有田川町教育委員会として独自の対応策を考え行動をとったのかお聞きした

いと思います。あればどのようなことをしたかお答えください。これが教育委員会へ

の１回目の質問です。 

   続いて第２問の補助金、助成金の取扱いについて質問します。 

   まず、補助金、助成金とはどのようなものであるか。またどのように申請すれば受

けられるのかお聞きしたいと思います。 

   続いて、その補助金申請に当たり、審査及び対象者はどのような方が対象になるの

か、これもお聞きしたいと思います。 

   ３番目として、対象者は補助金、助成金を目的外で使用する、また事業者は途中で

事業をやめた場合とかいう場合はお金を返還しなくてもよいのか、その点もお聞きし

たいと思います。 

   第４番目として、国が補助金、助成金を出した場合、県及び町の負担金の割合はど

のようになっているのかお聞きしたいと思います。 

   ５番目、国が補助金や助成金を支払い決定した場合、実際にお金が町へ振り込まれ

るのは年度末、毎年３月だと私は思うんですが、そうであるのかないのか、それもお

聞きしたいと思います。 

   第１回目の登壇よりの質問はこれで終わります。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   それでは、佐々木議員御質問のうち、教育関係の、学校におけるコロナウイルス対

応についてのことについて、私から答弁をさせていただきます。 

   コロナウイルス対策について、有田川町独自の施策はあったのかとのことでござい

ますが、国・県の要請を受け、有田地方１市３町、有田川町の関係機関と協議をし決
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定をしたところでございます。結果的に町独自で単独で動くということはありません

でした。以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   それでは、佐々木議員の御質問にお答えします。 

   まず、補助金、助成金についてですが、補助金とは特定の事業を実施する者に対し

て当該事業を助長するために恩恵的に交付する給付金をいい、また助成金とは特定の

事業を特に助成する場合の目的を持った交付金であります。経費の性格としましては

補助金と同様でありますが、予算計上上の経費の性格から特段の理由で助成金とされ

ることはあります。 

   申請方法でありますが、事業の目的及び経費についてですが、経費を記載したり目

的によっていろいろ変わってきますが、補助金の交付の通知をすることによって補助

金を受け取ることができますが、審査を行った後、該当すると認めたものを助成金と

して助成をするものでございます。 

   それから審査の対象となりますのは、対象者は実施する事業の規則・要綱に基づい

て行っていくことになります。 

   それから３番目の助成の目的外使用についてのことでございますが、事業において

は使用及び事業をやめた場合に助成金の返還についてですが、本事業の事業にとって

要綱によることになりますので、目的等いろいろな状況において遂行されない場合は

取消しということになります。もちろん返還の対象となります。 

   それから、国の補助金、助成金等どんな場合があるのかということですけども、こ

れについては行う事業によって補助金の率が変わってまいります。それから国が補助

金、助成金を決定した場合、でも実際のお金が支払われるのはということですが、そ

れにつきましては本事業の国からの助成金は、個々の申請を全て工事が完了して町が

行う実績報告を行った後で、事業主である町に支払われるものであります。したがい

まして、通常は入金は年度末となりますが、国には町が各申請者へ助成金の支払いが

完了した書類を添付していくことが必要となります。一方では町からの申請者に行う

助成金は、申請者が工事を完了した後、町に提出された実績報告により個々に支払わ

れるものであります。そういうふうな補助金の仕組みは行われております。 

   以上でございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   ２回目からは自席で行わせていただきます。 

   まず今、学校関係から進めていきたいと思います。 
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   今、教育長は、有田川町として独自のいろいろなことをやったんかということは、

もう県に倣って行っていなかったと答弁してもらったんですけども、それはそれで、

やってなければやってないということで、それはもう結構です。 

   続いて、これから個別に質問させていただきます。今回もう休校なったんですけど

も、どのような過程で休校したのか、まず教育長お願いします。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   お答えをいたします。 

   国の最初の休校要請というのは、令和２年２月２７日午後６時から、総理大臣官邸

で開催された、第１５回の新型コロナウイルス感染症対策本部会議での議論を踏まえ

て、総理大臣から、３月２日からまず２４日までの間、休校の要請があったことは皆

さん御承知のとおりだというふうに思います。この要請を受け、翌２８日午前９時か

ら、有田地方の各市町の教育長と指導主事による有田地方の教育長会議を緊急に開催

をいたしまして、全国的な状況や同じ保健所管内の済生会病院に勤務する医師が罹患

したということや、多くの保護者が病院関係者であるため、感染拡大を防止すること

が第一と考え休校とすることを共通認識としていました。同日１１時３０分から、ま

た緊急の町内の小中学校の全校長・保育所長を招集して、学校は３月２日から、月曜

日から当分の間休校とすること、保育所は開所するが、なるべく家庭での保育をお願

いすることを協議いたしたわけでございます。また、午後１時からは町内の学童クラ

ブの担当者を緊急に招集し、受入れ態勢について協議をいたしましたところでござい

ます。その結果を、第８回有田川町新型コロナウイルス対策警戒本部会議に報告をい

たしまして、その後午後４時からは町教育委員会の臨時会を開催いたしまして、３月

２日からの休校を承認されたもので、議員各位にも報告をいたしたところでございま

す。その後の休校延長についても、国や県の要請に従い、同様の協議を経て、休校を

決定したところでございます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   そういうことで、これはどういうことでしたと詳しく述べていただきました。 

   次に、この決定を出すのにやっぱり協議しなければならないと思うんですけど、誰

が参加して、例えば校長先生とか、全員寄せたのか寄せないのか分かりませんけども、

そこらどのように協議、誰が参加したのか、ちょっとそれもお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 
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○教育長（楠木 茂） 

   有田地方の教育長会では、１市３町の教育長と各担当の指導主事、教育委員会では

教育委員、校長会では町内の全校長、保育所は所長という方々に相談をさせていただ

いております。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   それは何回ぐらいその会議をやって休校に進んだんですか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   何回というのは覚えてませんが、各事象に応じて、５月は校長会は６回ぐらい開き

ました。教育長会は四、五回やったと思います。そのカウントはまだやってませんけ

れども。その都度。何かが起こるたびに教育長さん寄っていただきまして、一応協議

をしていったわけでございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   そのときその会議の中でどのような意見が出ましたか。それもちょっと参考に。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   いずれの会議におきましても、全国民が感染拡大防止に取り組まなければならない

ということを出席者全員が理解をしていただいておりまして、国や県の要請を受けて

休校することに反対する意見はありませんでした。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   分かりました。 

   それでは次にお聞きしたいと思います。 

   有田川町は有田地方の中でも子どもたちの登校日数が、ちょっと見ますとやや少な

かったように思うんですけれども、それはなぜですか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   有田地方の教育長会では各市町の事情が違っております。いろいろな大規模校、小



 

－４９－ 

規模校があり、いろいろな事情が違うということがあったんですけども、できる限り

歩調を合わせて対処していくことを申し合わせたので、登校日についてはそんなに差

がないということを考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   分かりました。 

   それでは、町内には学校規模、大きなマンモス校もあればもう複式のような学校も

ありますけど、学校規模や地域性を考えると、休校しなくてもいい学校あるんじゃな

いかと、私は個人的にそこ思ったんですけどね。生徒数が四、五名のとこで３密とか、

これはもう該当しませんね。いうようなこともあったんで、私は少人数校を、そうい

う学校、これはマンモス校はもちろん感染の確率も高いんであれですけども、特に過

疎の少人数学校であれば、その学校特性を生かす、また学校運営をアピールする絶好

の機会だったと思うんです。あの何々小学校はこの感染の中でもこうして授業をやっ

てるんやということは、へき地に対するまた町民の見方、またいろいろな意見もそれ

はあろうかと思うんですけど、かえって逆にその感染のあれがなければそういうこと

もやってもどうかなと思ったんですけども、教育長どうですか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   今回のコロナウイルスは本当に正体が不明であり、感染能力も高く、どこでも感染

する、どこで感染するか分からないというコロナであります。現にコロナによる死者

も出ております。３密ではないとはいえ、小規模校といえども油断はできません。ま

た、今回は各学校が個別の対応をするのではなく、子どもの安全、命を大事にすると

いうことを第一に町全体で取り組んでいく、そういう方針でございました。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   それで、休校によって給食がないことによる食生活、休校による生徒指導上の問題、

家庭内のＤＶ等の問題等が協議して休校に至ったのか、それもちょっとお聞きしたい

と思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   議員の御指摘、そのとおりでございます。生徒指導上、食生活上、そしてまたＤＶ

等の問題については、１市３町の教育長会でも一番時間をかけて協議をしたところで
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ございます。子どもたちは、本当に安定した日常生活から突然途切れて、徐々にスト

レスが、始めのうちはいいと思うんです。喜んだと思います。だが、徐々にストレス

がたまり不安定になることが懸念されます。そのために本町といたしましてもスクー

ルカウンセラー、そしてまたスクールソーシャルワーカー等々が情報を共有して、関

係機関とともに、家庭訪問等で今回の状況を正確に把握し伝えて対応することを確認

をしていたところでございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   分かりました。 

   休校中、先生が家庭訪問したり、プリントを持っていったり配付したり、家庭学習

を促す努力を本当によくしてくれてあったと思います。特に有田川町の感染状況を分

析すれば、小中学校は高等学校と違って電車通勤もすることもなく、もう少し早く学

校再開できたんではないかなと、私はそう思うんですけども、この有田川町の学校再

開の基準というのはどんなもんだったんですか。お聞きしたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   今回のこの対策といたしまして、やはり国の専門家会議、これは一番の専門家の会

議でございます。これの動向、そして県からの要請を総合的に判断をいたしまして、

子どもたちの安全、子どもたちの命を最優先に考えた対応であったと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   次に、教育委員会として休校要請した以上、教育委員会の責任で具体的な方法で提

示して、子どもたちの学習補償をすべきだと思うんですけども、そのようなことを用

意してますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   教育委員会としては、時数の確保でありますとか、それを担保して夏休み等々も考

えました。行事の精査もそれであります。あと、先ほどからも出ましたとおり、町内

の学校は小規模の学校、大規模な学校がありますので、学校の運営については各学校

長に対応を任せている部分もあります。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 
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   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   昨年度末の未履修が多分あったと思うんですけども、その内容はいつ学習するんで

すか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   休校中に見て覚えられるものというのは、少し復習的なことを、基本的なことをや

っていました。そして本格的にはこの６月１日の登校再開から学習して、今、急ピッ

チで進めているところであります。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   次に進めさせていただきます。 

   本年度の授業日数は確保できておりますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   非常に厳しいです。長期の、具体的には夏休みを２週間程度にしないと、授業時数

確保できません。その旨を校長会等で話をしまして、今、有田川町として一応の時数

で１，０８０時間程度確保して授業に臨んでいるところであります。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   教育委員会として最後の質問させていただきます。 

   そういうことを願ってるわけではないんですけども、もし万一第２・第３波の、こ

れが感染拡大に備えて、まだ分からないけど一応用意、考えとかないかんと思うんで

すけど、その感染拡大に備えて、どのように、事が起こった場合はこういうふうにや

っていくんやということを、その点ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   もし児童や生徒、そして濃厚接触者が児童生徒となる保護者に感染者が出た場合は、

保健所やその関係機関と十分協議しながら対応を進めていきたいと思っています。 

   もう一つは、第２・第３波でぐっと感染者全国的に増えた場合は、やはり今回の休
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校措置で培った履修の仕方、そしてまた、今、進めておりますところのＧＩＧＡスク

ール構想を一刻も早く進めて、スムーズな、休校の間でも学習できるような措置とい

うのを取っていきたく考えています。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   教育長及び教育部長いろいろ答えていただきましたけど、やっぱり学校教育という

のは、もちろんいろいろな場合、時と場合によって家庭でも学習しなければならない

し、いろいろあるんですけれども、あくまでも学校で生徒が皆寄って、お互い机を並

べて、そこで勉強してこそいろいろな知識も付くし、子どもたち同士のいろいろな意

見交換もできるし、それが基本中の基本でありますので、これはもう答弁は結構です

けれども、有田川町の教育委員会としてひとつよろしくお願いしておきます。これで

教育関係、終わらせていただきます。 

   続いてこの補助金、助成金のことですけども、今ちょっと部長答えていただいたん

ですけど、何か私、メモとっているんですけども、ちぐはぐで、どれがどれやらちょ

っと分からんようになってきてんけど、毎回、一個一個やろうかな、これは。ちょっ

とこれ、まず補助金とはどういうものですかと聞いたら、こういうもんです。それは

分かりました。審査及び対象はどのようになってるかということ、そこちょっともう

一回答え出ますか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   審査につきましては、対象者は実施する事業の規則・要綱に基づく対象者でありま

す。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   それでは、この対象者、補助金出したけども目的以外で使ったとか、途中で事業を

やめたとかいうことを返還しなくてもいいんですかと聞けば、返還しなければならな

いということですね。それでいいんですね。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   そのとおりでございます。 

○議長（森谷信哉） 
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   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   それで、ここちょっと具体的に聞きたいんだけど、国が補助金、助成金を出した場

合、県と町の負担割合はどうですかと、私、聞いてるんです。いろいろあるさけ言う

て、例えば国やったら町が２割出さんなん１割出さんなん大体そうなってますわね。

それお聞きしたいんですけど。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   事業の中で国が出る事業もあるし、国が出て県・町と負担していく事業もございま

す。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   お聞きしますけども、国が出したら県も出さなければならないのか。町も出さなけ

ればならないのか。その点どうですか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   国の事業においての事業でありましたら、それに県・町がついてくるという、国で

決めた事業もありますし、国から直接町へ来るという事業もあります。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   ということは３者揃えて、軒並み揃えて出すということはない。その割合は別とし

て、そういうことはないんですね。国と町、国と県だけとか、そういうあれもあるん

ですか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   ございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   それでは、これから具体的な質問させていただきます。 

   この有田川町の、私ちょっといろいろ調べたんですけど、有田川町独自の補助金と
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して、以前、ここにおられる議員の古い方はみんな分かってると思うんですけども、

有田川町森林組合または町内に事業所を有する民間の林業の方ですね。それを作業道

路を山へつけたいんやという場合、これ補助金の制度をうちこしらえましたね。知っ

てますね。部長知ってますか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   すみません。もう一度お願いします。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   町独自の補助金制度として、林業やってる方がこの森林道路を新しいつけたいんや

とか整備したいんやと言うた場合に、補助金制度あるの知ってますね。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   産業振興部のやる搬出間伐による道路の事業ですか。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   間伐とか云々ということは聞いてない。さっき言うたように、うちの森林組合ある

でしょう金屋と清水に森林組合あるでしょう。その森林組合とか、また別に町内に事

業所を構えている民間の林業の方だったら、山、林道するのに町から補助しましょう

という、そういう林業育成のためにそういうあれをこしらえてるんです。それを知っ

てますかと、私、聞いたんです。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   作業道の開設の補助金というのはございます。森林作業のための作業道の補助金と

いうのはございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   それでいいんです。それでこの補助金申請したら、途中で目的外で使ったとか、申

請をして途中でやめとこらよ。やめたと仮定した場合、そのときに出してる補助金に

対して返還命令、使ってないんだったら返してくださいよと言えることできますか。
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できないんですか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   通常補助金はその作業道が完成して、使用目的に使っているときに、後から補助金

を交付するもので、完成、使用目的がちゃんと合うてるときにはそのまま支払いをし

ます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   僕言うのは、普通に使うたらええんよ。使ってくれたらええけど、ただ、さっき言

うたように目的外とか、途中でやめたというた場合には返還せんでもええんかと、私

言うてる。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   途中でやめた場合にはもちろん完成していないので支払いはしません。完成した後

で使用目的外に使っていたというときは返還もあり得ると思います。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   それではまた、産業振興部長にお聞きしたいと思います。 

   これは本来の質問ではないんですけどね。質問の前にどうしても部長に聞きたいし

みんなにも分かってほしいんやけど、一般企業であれ行政であれ、職場で一番大事な

こと、これはもう入社してからでも徹底的に教えられます。上司からも教えられるん

ですけどね。一番大事な合言葉というのは、部長、何ですか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   報・連・相、報告、連絡、相談だと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   そうですね。報・連・相、これを徹底的に。これがあればこそ組織が成り立ってい

くんです。そのことを十分、答えていただいたのでそれは十分分かっていると思うん
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ですけどね。 

   それでは本来の質問に入らせていただきます。 

   昨年よりマスコミ等で大きく問題になっている、名前言います。新聞紙上でも全部

出てますので。有田養鶏の件なんです。従業員の突然の解雇や営業放棄、鶏の大量餓

死、それに伴う悪臭、苦情、そのために県も仕方がないので約１億円の費用で代執行

して鳥の死骸処理を行いましたと。テレビにも出るし新聞にも皆出てましたね。その

事業者へ、国、町から補助金支払っていますね。その補助金決定通知されてるが、国

からまだお金が町へ振り込まれてない状況の中で、昨年の６月に町が国の部分も含め

て３，４００万円支払ってますね。これ私ら全員協議会で聞きました。そこで、これ

は民間で、私ども民間で長いこと勤めました。立替工事、先払いとか、立て替えとこ

とかいうやつは絶対禁じられてるんです。補助金の支払いは原則、さっき部長も言い

ましたように補助事業終了及びその業者が年度末、これは３月ですね。３月の時点で

事業が継続されていればこれは出ます。国は。ところが、出るんですけども、うちも

去年それまでに６月か、これ出してますね、金は。町は、それも国の分も含めて支払

ってますね。今後これどうするんですか。これ回収の見込みがあるんですか。まずそ

れ１点、部長お答えください。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   ただいま弁護士の指導を受けながら交付決定及び返還請求を行っているところでご

ざいます。そして本人に直接手渡しを行っています。今後も引き続き返還請求を行っ

ていきます。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   返還請求を行っているというので、それはそれで聞いておきます。 

   それで部長、銀行取引で、取引停止、不渡り２回以上出したら全て、誰であれ、個

人であれ企業であれ、取引停止されます。それと破綻、俗にいうつぶれるというやつ、

倒産したというやつ、この違い知ってますか。ちょっと答えてください。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   銀行取引停止処分は、小切手、手形の支払期限に支払いの義務を果さず不渡りを出

した場合、処罰として手形交換所加盟銀行が取引を停止することであり、破綻とは清

算を目的とした財務整理手段の破産手続きを行わず、業績不振によって債務の返済が

できず、事業が継続できていないという状態を指すということで認識しております。 
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○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   それで、さっきもちょっと弁護士と云々ということをお聞きしたんですけど、今、

その支払い済みの補助金、さっき言うたな。もううち金出しちゃうと、立て替えて出

しちゃうということなんですけど、この返還請求、国から金くれてませんわね。うち

は金出しちゃうさけこれうちの金で町民の税金から出てるわけよ。だけども、その返

還手続をちゃんと今現在とってますか。 

   それと、一番聞きたいのは、この本人と連絡とってますか。いつ連絡とったんか、

またとれてないのか、その点はっきり答えてください。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   返還手続のほうはとっております。また、本人のほうに返還の手続の書類を送り、

返還を命令するようにこちらから伝えております。また、それについての本人のほう

からサインを頂いております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   サインを頂いているというのは、それはどういう意味ですか。何か本人と面談して、

払いますとか待ってくれとか、そういうことを言われてるの。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   返還請求の書類にサインをしていただいております。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   違うねん。私、聞いてるのは、返還請求の紙渡しただけ、サイン受け取ったって、

そんなことは、そんなあかんのよ。あかんと言うたら悪いけどね。問題は、返してく

れるか返してくれないかということを、みんな一番心配してることでしょう。紙は幾

らも受け取ったところで、金返してくれな何もならんのと違うの。だから僕はもっと

真剣になってこの事業について取り組んでほしいんよ。どう。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 
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○産業振興部長（森田栄一） 

   この件につきましては、お金の返還をしてもらうということなんですけども、今、

その事件が起こってからずっといろいろな対応を考えて、弁護士とも相談しながら返

還請求を起こしていますので、今後も続けてやっていきたいと思っています。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   これはあれやね。何度もこんな聞きたないけど、本人と会うてんのやな、これは。

面会したんやな。聞くところによると、どっか不明になってどうとかということは、

こんなこと僕は口走ったこと言えないですけども、そういうふうに風の便りで聞いて

きたんやけども、本人と会うてるわけなんですね。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

  はい。会っております。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   会っておれば面会して、本人と会うて、そのときはかなり強う言うてますね。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   はい。かなり厳しく言っております。また、金額のことにもちゃんと伝えておりま

す。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   それで、ちょっといろいろと心配してんねんけどね。これでさっき部長答えてくれ

た、職場の徹底事項、合言葉、報・連・相と言いましたね。報告、連絡、相談。何事、

どんな職場でも報告し、お互い連絡し、そして分からんこと、これどうしようにと。

そのために上司であろうが上から下へ、下から上へと相談するわけなんですね。その

ためにどんな企業でも、１人以外やったら、複数あったら全部それで世の中回ってい

ます。だから今回の件でも、係は課長へ相談し、課長は部長へ相談し、部長は町長へ

相談してせなあかんのよ。ちょっとややこしかったら。自分判断、１足す１は２とい

うんだったら、それは自分で判断できますよ。英語のＡＢＣだったら、自分で学習し

たことやったらそれはできますよ。これはＡかＢかということを聞きにいくわけいら
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んわ。やけど、こういう変則的なことだったら、そのために報・連・相というのを僕

は聞きたかったんよ。これは相談しましたか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   事業を開始するときには、報告とかはしておりません。その後、そういう事件が起

こったときに報告しております。この事業は台風２１号の被災の関係でございますの

で、８９ほどの事業について産業課のほうで対応したものでありまして、そのときに

は、まず早急にしなければならないということで取り組みました。それで、その中に

その１者がございまして、そのときの状況から、平成３１年の２月頃ですけれども、

すぐに事業を行い、そのまま運営する状況になっておりました。その後、６月になっ

て実績報告を出してもらって、それで支払うこととなりました。そしてその後で分か

ったものでありまして、それまでのときにはもちろん、担当から私のほうに申請の状

況とかは報告はありましたが、それ以上ではありません。僕のところで止まっていま

す。そして状況があったときにはもちろん報告しております。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   部長、僕はあなたを責めてるわけでも何でも、決してないので、よう聞いてよ。今

聞いたら、事が起きてから町長に報告したって、それあかんのよ、そんなもん。これ

恐らく町長もびっくりしちゃるでこんなもん。何ちゅうことなと。僕、町長だったら

そう言うな。何で先に相談しにこんのだと。当たり前の話じゃ、こんなもん。どこの

企業でも。だから報告。報告はしちゃらよこんなこと、あかんようになったんやて、

町長に報告しちゃらよ。それだったらあかんのよ、報告だけやったら。だから、報告、

連絡、相談、報・連・相というのはこれ常に緊密になってなけりゃあかんのよ。事が

起きて、町長にこんなことになりましたというて、それで済む問題ですか。そこで、

これ最終的に、僕は町長の前でこんなことを言うのはちょっときついかも分からんけ

どね。もし返還されなかったら、町長はもう承認を押いた以上は町長の責任になって

くんのよ。そして僕はなぜかと言うたらね。町長、地元の人やいちょこれ。僕らも地

元の人やいちょ。ほんやいしょ。このいろいろな事情も知ってるって、今までのこと

らも。そのとき相談でもしてくれちゃったらね。まして今、行政、役場の職員という

のは大体、地区、地区からみんな採用してるし、大体分かんのよ。それは人に言えん

ことあるで。行政上のことやけ、そんなことだれも言えへんけどね。だから役場の職

員と言うのは大体、地区、地区のこと知り、僕は清水のことは知らんよ。地元のこと

は知ってるよ、大体。そのため耳もあり、口もあっていろいろ情報仕入れてる。でな

いと議員はやってられなこんなもん。そこで、この、事務方や担当役職がみんないろ
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いろなことを知って、これ、どうする。どんななってきたから、どうするということ

でも一言でもやってくれたら、この事件は起きてないんよ。これ町長もね、僕言うで、

町長の味方してるわけでも何でもないけど、自分の部下、僕らもそうやった。自分の

部下を信頼していればこそ、課長、係長、班長、係長、班長、そして課長、部長がこ

の稟議を上げてきた。稟議というのは申請書やな。上げてきた以上、あいつのやって

ることやったら間違いないわ。自分がそれを信頼しちゃるさけな。それ上がってきた

ら大体通るよ。どこどこの会社であっても、部長、常務、専務、社長と通ってくよ。

当たり前のことや、これ。だからさっき言うた報・連・相というのがそういうことで

あるのよ。ここで一遍聞かよ。そのことでいうたら答弁いらんけどね。僕が言いたい

のは、行政は民間。僕ははっきり言いますよ。行政は民間。皆いろいろ商売やってき

たとかいろいろしちゃる。何せ習慣、慣習、慣例が多いんよ。だから改革せんねん。

というのは、民間というのは営利を目的でやってるさけに、いかにここをこうしてこ

うやって、ちっとでももうけて、従業員に給料をはろちゃろらというようなことで切

磋琢磨やってるわけよ。ところが行政は、そりゃ親方日の丸やさけな。営利目的て言

うけどそれはそのための公務員であんねけども、慣習、慣例でことを何が何でも進め

たがります。その点、部長どう思いますか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   もちろん、議員のおっしゃることは分かっております。私とこは、さっき言われた

ように、あの当時災害が来まして、課の中全員でほんまに一生懸命取り組んで、もと

もと申請が９０ほどあったものを、どの農家さんも全て同じように検討しながら、精

査しながら事業に取り組むように、また早急にやっていけるように取り組んでおりま

した。そのときにそういうことが分かるか分からないかというのはとても難しい状況

だと思います。また、それでみんなで取り組んでいって、その後、早急にビニールハ

ウスであったりとか、いろいろなことができるようになっています。もちろん稟議に

ついてもどの条件でどういうふうにしていきますという稟議はもちろん上げておりま

す。だからそれの後、農場としては事業を再開していたことでありまして、その事業

を再開している状態が続いておった中で、交付決定して交付金を出すときには町の実

績報告が必要なので、町の実績が出来上がった状態で国のほうへ、この支払を全て済

ませましたということで出していくことになるので、報告してないとか、報告を聞い

てもらってないとか、そういうことは一切ございません。その後でそういうことが起

こったために、もちろん、もともとの申請してる分からその状況が起こったというこ

との報告を行ったということです。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 
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   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   どうも答弁ちょっと理解しにくい点があんねけどね。それは、部長考えてみな。僕

もう結論的に言いますよ。町は国の分も含めてもう支払ってると、今から１年前に。

それで今年の３月に、３月か年度末前ぐらいに、この補助金はもう取消ししますとい

うことで決定になってるんですね。またこれくれるの、言うたら。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   前年度の３月３１日、今年の３月３１日ですけど、そのときに営業ができてないと

いうことで取消しが決定されました。併せてうちも取消しを決定しています。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   そうでしょう。もう取消しされてもう僕ね、可能性あるんだったら、町が国へ裁判

かけたらいいと思う。訴訟を起こしたらいいと思う。そのためにこれ出しちゃうやな

いかと、何度もこれ払ってくれと。それやったらええと思う。しかし、ええか悪いか

ぐらいはあんたも分かる。もうあかんのやろ、これ。あかんのやろ。 

○議長（森谷信哉） 

   暫時休憩します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時２６分 

再開 １０時２７分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   国からの補助金は、今、言われたように裁判とかということもあるのかも分かりま

せんが、今の状態では非常に難しいです。 

○議長（森谷信哉） 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   もうくどくど言ってもしゃあないけど、あれやけどね。これしかし僕の今の状況だ

ったら、これ国はもう絶対出してくれんと思うわ、これ。国らと言う役所は一旦３月

末時点で営業でもやっちゃるんだったら出してくれるよ。４月１日の日までこれが営
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業やっちゃったら、もうそれはしゃあない。しかし３月３１日の時点で年度末までに

もうその時点で営業やってないって、そんなところへ補助金ら、誰が何と言おうがこ

んなもの出してくれませんわ。そうやろう。それで、今後これよ。これみんな町民も

物すごく関心を持ってる。銀行も絡んでます、これ実際。銀行が絡んでおるわ、また

個人的なその人らもいろいろな、家賃のこととかいろいろなことでがちゃがちゃにな

ってあるらしいわ。それで物すごく関心持ってる。とにかく、しかしこの今の段階で

は、うちは、僕はさっき言うた、銀行取引と破綻との違いということを僕はあなたに

質問しましたね。それであなた答えましたね。今の状況だったら損金で落とせません

よ。どこからこれ処理するの。その点も含めて、もう答弁結構です。これほんまに全

力通してでないと、これ町民の税金から負担するということになってきたらとてつも

ないことになるので、部長、あなたはたまたまそのときの部長や。これ一つ課上げて、

前の課長も含めて、一遍これ回収するように、返してもらうようにやなこれ、返して

もらうように努力してください。それだけ、熱意だけ聞きたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   ちょっとよろしいですか。ちょっと説明させてもらいます。 

   実はこの件については、平成３０年度の台風２１号、直撃されて、道路とかいろい

ろなところで甚大な被害が出ました。もちろん農家にもたくさんの被害が出て、何と

かして早く払って助けていかなあかんということで、当時この養鶏場の紀州うめどり、

これもう県下的にブランドになってきて、国のほうからも交付決定というのもおりて

きて、県も早く何とかしちゃってくれ。ここ再開ささなんだら紀州うめどりが絶えて

まうんやということで、実際３月に鶏舎を直して、それを担当課が見にいって、これ

はもうあんばい直しちゃるということも確認してます。それでその後もずっと飼って

たんです、紀州うめどりを。それでうちも鶏舎についてはまた一回入れて出してまた

次も入れて、その次のやつを入れようかという段階でこういうことになりました。何

とかして早く再開をさせてあげなあかんなということで、もちろんおっしゃったとお

り、最終決裁したのは僕ですから、責任がないとは思ってません。そういった意味で

早く出して。実はこの補助金は農家へも払ってます。こんど会検というのは多分５年

後に来ると思います。会検が入って、その時点でその農家がやめてたら、またやっぱ

り町の負担で国へ返還しなくてはならない、こういう仕組みになってまして、今すぐ、

多分この件については国からの交付決定取り消された以上はくれないと思います。そ

れで平松君にも、まだあそこに養鶏場残ってるので何とかもう一遍再開して、少しで

も返してよ。とこの前も言うてるので、その辺りもまた何か、再開のめど立ったとは

聞いてませんけれども、その方向に向けてまたやる要素もないこともないと聞いてま

すので、とにかく弁護士と相談しながら、また県とも相談しながら、返してもらえる
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ように今後とも努力をしていきたいなと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   答弁はよろしいか、部長のほうは。 

   １１番、佐々木裕哲君。 

◯１１番（佐々木裕哲） 

   最高は町長ですけどね。部長あなた係やけ、一番のえらいさんやけ、答えてくださ

い。それでもう終わります。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   今後も返却請求行っていきたいと思いますので自分も頑張っていきたいと思います。

難しいことなんだと思いますけども、力入れてやっていく所存です。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   よろしいですか。 

   以上で、佐々木裕哲君の一般質問を終わります。 

……………通告順２番 １０番（殿井 堯）…………… 

○議長（森谷信哉） 

   続いて、１０番、殿井 堯君の一般質問を許可いたします。 

   殿井 堯君の質問は一問一答形式です。 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   森谷新議長のもと、初めての一般質問を許可頂きましたので、ただいまから一般質

問をさせていただきます。 

   さて、今、有田川町では予期もせぬコロナ旋風みたいなものが起こっておりますが、

これに町とまた議会、一団となって、我々一同、執行部一同が一生懸命に取り組んで

いる次第でございます。我々議会としても、この６月に従来どおり一般質問をさせて

いただくことになりました私にとっては、皆様方に大変な御足労をおかけしてること

を心から感謝して一般質問に入らせていただきます。 

   私の質問は、６月議会に恒例となっております、４月以降の人事異動、初めて登壇

される各執行部の課長、部長、今回は新たに総務課長を議会に迎えその総務課長、ま

た総務政策部長である一ツ田部長に対しての質問、また消防関係の就任いたしました

消防長の質問、そして去年から副町長に就任されております坂頭副町長に対しての今

後の有田川町に対しての質問、また総合的な質問に対して有田川町長である中山町長

に対しての今後の対策についてをお伺いいたします。 
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   平成２１年度から公共事業が始まりました下水道、２３０億円の大事業の設定のも

と、令和３年においての完成、あと１年、この間の多くのプロジェクト、今現在また

有田川庁舎の改造、これも約７億円、８億円、大きなプロジェクト。今まで数知れん

大きなプロジェクトをこなしてきた有田川町、かなり御苦労なさってかなり検討され

て尽力されております。また今年度も１６３億円、町としては和歌山県でトップの予

算を組んでいただいております。１７０億円、１８０億円、想定外の予算を組みなが

ら、有田川町は現在、令和２年度の事業に託しております。この事業は町としての予

算としては和歌山県下でトップレベルというんですか、町としての重たい予算になっ

ております。この予算をいかにこなせていくか、今後どう対処していくかはここに登

壇されております部長、課長、また町長の右腕である副町長、ここらの手腕にかかっ

ております。今後どのような決意とどのような考えでこの予算をこなしていけるのか。

そういう質問になるかと思いますので、この御返答はまず町長からお伺いして、順次、

初めてのこの議会へ登壇されておる総務課長、また人事異動で移動されている総務政

策部長、並びに副町長にお伺いしていく順序でございます。 

   まずはこれにて１回目の質問を終わらせていただきます。どうかよろしく御答弁の

ほどお願いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   殿井議員の質問にお答えをしたいと思います。 

   合併してから早くも１３年目を迎えております。合併した当初、本当にいろんな事

業、計画、旧３町でやって、５年間の事業、莫大な事業もやってきて、財政調整基金

もほとんど５年後には使い切ってました。これも大変なことやなということで、合併

した特例債も１２５億円ほど頂けたんですけれども、それを使いながらいろんな事業

取り組んでまいりました。町民の皆さん方にもその間、大分御不便もかけたと思いま

すけれども、今は、たくさんと言ったらおかしいんですけれども、結構いろんな基金

も合わせれば１００億円からたまっております。ただ、今年の予算も今度の第１次・

第２次補正入れれば２００億円を超える、初めて２００億円台を突破します。その中

で財政的には非常に厳しい面もあるんですけれども、財政運営上は今のところまだ国

の交付金あるいは地方債等々入れながら、財政的には厳しいんですけれど、財政運営

上については何の問題も今のとこはないと思っております。ただ、おっしゃるように、

今年については間もなく工事にかかりますけれども、１市１町のし尿処理場、これ３

６億円ほどでこの間も既に契約終わってますし、また、なぎ園の建設、これも１７億

円余り、これももう終わってますし、また今、環境センター、これも３０億円余りで

基幹整備というのを行ってます。等々ですね、またこの庁舎の改修等々も入ってきて

おります。厳しい財政状況になると思いますけれども、一生懸命に頑張っていきたい
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なと思ってます。ただ、住民の皆さん方のニーズというのはどんどんと増えてきまし

て、特に今回もコロナの件でたくさんの御要望も頂いてます。これにもしっかりと応

えていかなければならないなと思ってますし、公共下水道もいろんな意見ございます

けれども、いよいよ３年度全て完了します。それからまだ、これで終わったのかとい

うたらそうではなくて、最後の農排とのつなぎ込み、農業集落排水ともつないでいか

んなんし、そのためにもう一つ池も作らなあかんし、最低は、最終年度は令和５年ぐ

らいまでかかると思いますけれども、非常に大きな事業であります。これもきっちり

と仕上げていかなあかんし、町民の皆さん方の要望にもこれからも応えていきたいな

と思ってます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   総務課長、新田耕作君。 

○総務課長（新田耕作） 

   それでは、殿井議員の御質問にお答えさせていただきます。 

   全国的に猛威を振るった新型コロナウイルス感染症も現在は終息傾向であります。

４月より対策警戒本部の事務局として予防及び感染拡大防止に向けて対応してまいり

ました。このまま終息してくれることを願うばかりですが、第２波が発生すると言わ

れてますので、今後も気を緩めず適切に対応していきたいと思います。 

   また、３年計画で実施してきた防災行政無線デジタル化改修事業の最終年度であり、

現在完成に向けて作業を進めているところです。今後は順次切り替え作業を行い無事

完成させたいと考えています。そして町民の皆様が安全で安心して生活していただけ

るように総務課全員で頑張っていきたいと考えていますので、どうかよろしくお願い

いたします。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   それでは、殿井議員の御質問にお答えさせていただきます。 

   総務政策部では、統計、選挙事務、防災対策、人事給与などに関することについて

は総務課で、予算その他財政に関すること、財産管理に関すること、入札などは財務

課で、総合計画、広報、情報政策、ふるさと納税に関することなどについては企画調

整課のほうで取り組んでいるところでございます。 

   その中でも、特に本年度におきましては猛威を振るって世界的な大流行となりまし

た新型コロナウイルス感染症対策で、対策本部を立ち上げて様々な感染防止対策・経

済対策に全庁挙げて取り組んでいることころでありますが、今まで経験したことのな

い感染症に対する対策は、まだまだ未知の部分も多く、より一層の取組を進めていか

なければならないと考えています。 
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   そういった中で、総務課では対策本部の事務局として様々な対策の取りまとめを、

企画調整課では臨時給付金事務や臨時交付金計画の取りまとめを、財務課ではあらゆ

る施策の財政面での取組を行っているところであります。 

   今回の緊急事態に対して、各部と連携をより一層強めて、町一体となって町民の

方々の安心・安全のために取り組んでまいりたいと思いますので、御支援・御協力を

賜りますよう、よろしくお願いします。 

   次に、持続的な財政の健全化についてであります。 

   合併して１４年が経過して、普通交付税の合併算定替えによる優遇措置も令和３年

度にはなくなることとなり、交付税のさらなる減少が見込まれております。今までも、

経常的な経費の削減等に取り組んできたところでありますが、さらなる経費の削減や、

ふるさと納税の増加など収入の確保に取り組んでいかなければならないと考えており

ます。特に本年度は、新型コロナウイルス感染症対策関連の予算等、突発的な予算計

上が発生し、先ほど町長も申し上げたとおり、予算総額は有田川町始まって以来初め

て２００億円を突破いたしました。このような緊急事態にもしっかりと対応できるよ

う、平素より健全な財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   消防長、中硲準君。 

○消防長（中硲 準） 

   消防は住民の生命、身体及び財産を火災等の災害から防止、災害被害の軽減と災害

等による傷病者を適切に搬送することが任務であると心得ております。火災だけでな

く今後発生すると言われている東南海・南海地震、また近年毎年各地で発生している

風水害等に対しても的確に対応できるよう、消防職員一丸となって消防団員とも連携

しながら、有田川町の住民の皆様が安心して暮らせるよう取り組んでいきたいと、こ

のように考えております。また、年間１，３００件以上の救急出動にも対応しており、

住民の命を守っていく組織として、町長を初め関係部局とも連携しながら、一層信頼

される組織にしてまいりたいと、このように考えておりますので、皆様の御理解と御

協力をよろしくお願い申し上げます。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   副町長、坂頭徳彦君。 

○副町長（坂頭徳彦） 

   殿井議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思いますけれども、その前にま

ず御礼を申し上げたいと思います。就任をさせていただいて今月末で２年ということ

になります。常日頃から議員の方々には本当に御指導を賜っておりますことに改めま

して厚く御礼を申し上げる次第にございます。 
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   この間、おととしの台風の災害、それから今般のこのコロナといったところで、社

会の環境そして社会システムの変革がございます。このようなときこそ基礎自治体で

あります市町村の自治体力というのが本当に求められているところであろうかと思い

ます。防災・減災対策事業や、それからコロナの対策事業等予算を計上させていただ

いているところでございますけれども、これからも町民の皆さま方の生活、安全・安

心で暮らしていただける生活をお守りできるよう政策を推進してまいりたいと思いま

すので、どうぞ今後とも御指導頂きますようによろしくお願いを申し上げます。 

○議長（森谷信哉） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   ただいま御答弁を頂きました。有田川町では大変大きなプロジェクト、財政難に及

ぼすような大きなプロジェクト、下水が令和３年で完了いたします。この下水事業と

いうのは町の行政難を並び置けるような事態になるんではないかと一時心配をいたし

ました。でも令和２年度で工事、令和３年度で舗装工事、これでこの大きな２３０億

円のプロジェクトをこなしてこられました。また、これに関してもゼネコンの事業と

いうのは最初の一、二回で、ゼネコンも終わり、地元事業の育成を考えて、地元の経

済も考え、地元の潤いも考え、地元業者にこの大きなプロジェクトを託して現在まで

地元でこなす。地元業者もかなり潤いをもってこの事業に立ち向かってこなしていた

だきました。いよいよ最終段階で、今、徳田地区でも下徳田、上徳田で最終段階を迎

えようとしております。これ大変、最初かかるときに心配で、有田川町の財政が狂っ

てしまうん違うかというふうな心配がありました。でもこれはっきり言うて加入率が

１００％としてでも、やっぱり後のメンテナンスということが覆いかぶさってきて、

なかなかプラスには、１００％でもなりません。しかし、それ以上に相乗効果、開発

ですね。旧吉備町の今まで開発が遅れておりました清水地区とか、そういう関係の各

地区に相乗効果。現在、私の地元である徳田地区でも大変家が多く建たれて、若い人

が住んでいただいております。まして今回、先ほど町長の答弁にございましたが、集

落排水の５か所、これを一気に地元が引受けてくれてる地元に対して話合いをした結

果、地元の合意を得て、この集落排水も本管へつなぐという行事に執行していると聞

いております。また、これに対して地元の人たちの御協力に敬意を表し、頭の下がる

思いでございます。今後、今現在かかっている有田川町庁舎の改造、ここらを含めて

今後どういうふうな経緯、結果をもって町長が手腕を主体していただけいるんか、こ

こらの検討を今後の見通しとして総合的に町長に、先にお伺いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   お答えをしたいと思います。 
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   公共下水、大変事業費が膨らみました。これはもちろん資材の高騰というのもあっ

たんですけれども、もう一つ大きな原因は、また新たに道付けたり宅地造成が始まっ

て、管路の距離が延びたということも大きな原因の一つであります。公共下水、これ

もともとは１万２，０００人分の規模で計画してます。それでなかなか、今までのあ

った家の人もだんだんと入ってくれておるんですけれども、これはもう１００％いか

ないということで、ところが今、来てくれる人、これはもう１００％入ってくれてま

すし、まだまだ今のところ、この区域内の人口が増える予定で、その人口規模につい

ては僕はあまり心配はしておりません。それで、やっぱりこの公共下水をやってたお

かげで、清水、金屋の若い子、もう奥へはちょっと住みたくないということで、その

方々が海南や和歌山市へ行くんじゃなしに吉備へほとんど止まってくれております。

そういうことも大きな効果があったん違うかなと思ってます。ただ、いつでも監査の

方には財政が硬直化する一方やと言われてますので、今後も住民の皆さん方の意見を

聞きながら、取捨選択して少ない予算で大きな効果が上がるように、事業の行政運営

をやっていけたらええのになと思っている次第です。 

○議長（森谷信哉） 

   １０番、殿井 堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   今、町長の答弁を頂きました。当初の町長の答弁の中に、広域事業、我々１市１町、

１市２町、１市３町の広域事業に関して３月に大きなプロジェクトはどういう事業が

あるかということで、町長、今、最初の答弁で答弁頂きました。まず、今、町長が言

われたように環境センターですね。これの移転場所がなかなか決まらずに、現在、小

島にお世話になっております。その結果、場所が決まらんということで１０年間の延

命処置、これに３０億円、膨大な工事、それに関して今度はクリーンセンター、し尿

処理ですね。長谷川に今現在、造成されております。これに３、４億円の造成これに

対しての上屋ですね。下にプラントあって上に上屋、これの処理に対して３３億円。

これに対しても我が町から補助金。また今、現在、潮光園。これに最近入札がありま

して、まだ工事にはかかってませんけど、これに１５億円以上のお金を投資すると。

大変大きなプロジェクトを、今、広域でもこなしていると。我が町でも、今、庁舎の

改修、これも大きなプロジェクトで約１０億円。また今後、町が大きなプロジェクト

を控えてるドーム。水道の移転、この大きなプロジェクトも目白押しに有田川町は抱

えておる次第でございますが、今までの踏ん張りを持って一致団結して、登壇されて

る皆様方にこれをこなしていただき、今後とも我が町としては安全であるように、皆

様方の御協力を得て進んで実行していただきたいと思います。 

   それから、副町長が就任して以来、平成３０年７月１日ですか、副町長が来られて、

台風２１号、平成３０年９月４日、御答弁にありましたが、またコロナ対策で令和２

年２月１４日を経過し、本部長として大変御足労をおかけしております。また、対策
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としては、まず一手は素早く打っていただき、大変な御苦労をおかけしていると思い

ますけれども、今後こういうふうな対策にとって、有田川町の副町長としてどういう

手腕をしていただけるのか、今後どのように経緯結果を持って進んでいっていただけ

るのか、ここらの御答弁をお願いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   副町長、坂頭徳彦君。 

○副町長（坂頭徳彦） 

   お答えをさせていただきたいと思います。 

   一昨年の９月４日に発生しまして、本当に最大１１日間の停電といったことで、本

当に御不便をおかけしてきたところでございます。関電さんや、それからケーブルも

改修が必要になりまして、ＮＴＴさんとも、今、定期的に協議も行っておりますが、

一番、そのときは倒木がかなり問題となりまして、町・県の危険木の伐採事業、それ

から治山事業、道路の復旧工事等進めてきていただいたところでございます。それか

ら、国道４８０号とか４２４号走っておりますと、山側で木を切っていただいている

と思いますが、県の事業でのり面の工事も調査ということで、ちょうど関電さんとか

の配線もあるところの木を伐採していただいているといったところでございます。去

年も千葉等で大きな台風ありました。それによって森林環境譲与税が、予算の、すぐ

倍増となったところでございますし、こういったことを活用しながら森林整備にも当

たって、台風に向けた減災を行っていきたいと思います。 

   それからコロナの問題につきましては、感染につきましてはプライバシーの保護と

いうことで、なかなか振興局や保健所とも電話でもちょっと話しにくいということあ

って、しょっちゅう行って情報共有をしながら対応をしてきたところでございますし、

経済対策も、今、第１弾、行っているところでございます。第２弾的には、先般、ま

た第２次の補正予算が国会で成立をいたしました、地方創生の臨時交付金等を活用し

ながら、第２弾、第３弾の事業を行っていかなくてはならないと考えてございます。

いずれにいたしましても、やはり県や国ともすぐ連携をし、そして議会の議員の方々

にもいろいろと御指導頂きながら、すぐ対応できるような形で政策を推進してまいり

たいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（森谷信哉） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   こういう、この突発性の台風２１号ですね。これ山間部で清水地区、大変、山間部

が木が多いので、木の倒れた何が電線で引っかかって、その電気、電線に対しての処

置、これはちょっと思いがけないほど、就任されて早々、日にちがかかったって。大

変一人住まいの年寄りが多い清水地区に大変御迷惑をかけました。またそういうこと

で、今、議長でおられる森谷君、岡君と、僕はそのとき議長をさせていただいてるん
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で、これは何とか早いうちに手を打っていただかないかんということで、清水の行政

局へ本部長として座っておられました副町長に対して要求とか、その方々の限界を回

らせていただけて、これは大変年寄りに迷惑かけてる、それで不安を与えているとい

うことなんで、その後、どういうふうな、こういう突発的な対応を取られているとき

にも、こういう、今の何してる電気、停電の長く起きましたことに対して、どういう、

今後、早速手配をして、どういう対策をとられているのかお聞かせいただけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   副町長、坂頭徳彦君。 

○副町長（坂頭徳彦） 

   まず倒木等、危険木につきましては、先ほど申し上げさせてもらったような事業で、

伐採で、なるべく減災を対策事業ということで進めているところでもありますけれど

も、今後また引き続き、この県ともまた事業がありますので、活用して、家が３軒並

んだところは県の事業で危険木を伐採するという事業、森づくり基金から活用の事業

もございますので、そのようなことでも行ってまいりたいと思いますし、それから停

電が長引くと発電機等も必要になってまいりますので、発電機の設置も充実をさせて

いきたいと考えてございます。それから避難所につきましても、コロナの関係で密に

なるというのはちょっとやっぱり駄目ですので、そのような物資の備蓄を図っていき

たいと考えてございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   就任以来ほんまによくやっていただいたと感謝申し上げる次第でございます。まず、

我々、有田川町として、旧吉備町は割合都会という格好で、住民の近所隣に応援して

すぐ駆けつけてくれる人があります。ただ、そういう金屋、清水の山間部は一人住ま

いが、若い子がのうて一人住まいが多い。台風こと起これば停電がある。不安な生活

を強いられている。それに対していち早く手を打てるような状況で、今後ともそうい

うふうな努力を常日頃お願いして、町長、副町長に対しての質問は終わりたいと思い

ます。今後ともよろしくお願いいたします。 

   それに続きまして消防本部、総務政策部長から消防本部、これ消防本部に対しては

消防本部６７名、また消防団員数は９２６名、これを束ねる消防長として、今後、安

心・安全で暮らせる有田川町にしてもらわんと困りますし、またそれに対して就任さ

れた消防本部長として、今後の意見をお聞かせ願えますか。 

○議長（森谷信哉） 

   消防長、中硲準君。 

○消防長（中硲 準） 

   この４月の１日から消防長に配属されまして、非常に責任の重さというのを痛感し
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ているところではございます。この有田川町の広い面積をやはり守っていくというこ

とになれば、消防職員６７名ということではやっぱり難しい面も多々あるかと思うの

で、やはりこの９２６名の消防団が各地にいらっしゃいますので、その人と連携を密

にしながら、町民の安心・安全を守るために迅速に的確に対応できるようやっていき

たいと、このように考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   まず住民の安全を第一に守っていただきたいと。そして前々回ですか、質問に安全

対策、そういう何かが起こった場合、山崩れとか増水、川の氾濫起こった場合に、ド

ローンが人力で行ける場所と行けない場所がある。どういう被害が起きてるか、どう

いう山崩れが起きてるか、どういうふうにして川がせき止められたとか、そういう調

査にドローンを使ったらどうかという質問もさせていただきました。やっぱり人が行

ける場所というのは限られてますので、そういうときにいち早く災害を見通すという

んですか、その災害の起こった場所を、人が行けなんだらドローンか何かを使ってで

も、どういう災害が起きてるかということをいち早く知っていただきたいと質問を、

この前の前ぐらいにさせていただいたと思いますが、その点以後、それからどういう

ふうな対策をそっちのほうでとられているか、それもお聞かせ願えますか。 

○議長（森谷信哉） 

   消防長、中硲準君。 

○消防長（中硲 準） 

   やはり災害時に迅速に対応するためには、状況を把握するということが一番大切で

あるというふうなことから、ドローンを使って現場や色んな状況を的確に把握すると

いうことのために、隊員に月に何回かのドローンの操作訓練であるとか、そういうこ

とも定期的に行うような形で、ドローンを操作できる隊員の育成ということは、今や

っておるところでございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   一番大事なのは、人力で行けない場所へその被害状況をすぐ即座に伝えられるって

いうたら、そういうドローン的な役割が物すごい重要だと思います。また今後どうい

う災害が起きるかも分かりませんので、今後とも十二分に検討されて、そういう急に

飛ばすということはやっぱり技術が要りますので、そういうとこの平生から、そうい

う災害が起きたときに、どこに、人力で行けないとこにどこにどういう災害があるか

っていうことを、とっさにすぐ、こういう災害が起きてる、こういうふうな災害が起

きてるんやったらどういう対策を取れるということはいかに大事なのでね。今後とも
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協力して、そういう場所をすぐに見当てられるというふうな格好で御尽力願いたいと

思います。 

   これに対して答弁は結構なので、今後とも御協力していただきたいと思います。 

   まず今度は総務政策部長にお伺いいたします。 

   最初の答弁できっちりした答弁を頂きました。まず一番やりにくいのは、今まで議

会側の局長として務められて、今度は議員の質問を受ける立場に、今、座っていただ

いておりますということの観念から、今後、最初の答弁もかなり答弁を頂きましたけ

ど、今度からはまた議員に対してのかなり厳しい質問も問われると思います。まず、

最初にもう答弁は頂きましたけど、再度、総務政策部長に、今後、総務政策部長とし

ての決意、今後、有田川町のこの膨大な予算、町として考えられない予算を組んでお

ります。これに対しての意気込みをもう一度、再度お聞かせ願えますか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   それでは質問にお答えさせていただきます。 

   議員おっしゃるとおり、町の財政規模というのはかなり大きなものになっておりま

す。その財政をしっかり運営していくべく、有利な起債であるとか有利な補助金、そ

ういうものを模索しつつ、各部と密に連携をとりながら町民のために、安心・安全、

また住んでみたいという有田川町を目指すために頑張っていきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。 

○議長（森谷信哉） 

   １０番、殿井堯君。 

○１０番（殿井 堯） 

   いろいろ大変なことが起こり、大変ことで御苦労なさってると思います。しかし、

今後とも、何者も有田川町の町民のために一層の御努力をお願いしたいと思います。

また、総務課長である、最初に御答弁頂きまして、初めて議会へ登壇されております。

また、はたに３人の課長の皆様が、課長の代表として議会へ登壇されております。登

壇される以上はやっぱり議会対応というのもしっかりしていただき、大変、これから

御苦労をかけるとは思いますけども、一応課長の代表として３名議会へ登壇されてい

る以上、また今後とも町の姿勢、町の体制について一層の御努力をお願い申し上げま

して、私の一般質問をこれで終わらせていただきます。 

○議長（森谷信哉） 

   以上で、殿井 堯君の一般質問を終わります。 

   暫時休憩いたします。１１時２５分から再開いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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休憩 １１時１２分 

再開 １１時２５分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

   一般質問を続けます。 

……………通告順３番 ３番（椿原竜二）…………… 

○議長（森谷信哉） 

   続きまして、３番、椿原竜二君の一般質問を許可します。 

   椿原竜二君の質問は一問一答形式です。 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   ３番、椿原竜二でございます。 

   議長のお許しを頂きましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

   今回の、新型コロナウイルス感染症における影響はあまりにも大きいものでありま

す。緊急事態宣言は解除されましたけれども、その影響はまさに、まだまだ進行形と

いえる状況であります。また新しい生活様式が発表され、今後、私たちの暮らし方、

働き方、考え方を変えていかなければいけません。 

   今回の一般質問は、要点を絞りながら、なるべく端的に質問したいと思っています

ので、具体的かつ前向きな答弁を期待しております。 

   それでは早速、質問に移らさせていただきます。 

   今回、私が質問させていただきます項目は二つでございます。 

   まず１つ目、小中学生１人１台端末ＧＩＧＡスクール構想についてであります。Ｇ

ＩＧＡスクール構想のＧＩＧＡは、「Ｇｌｏｂａｌ ａｎｄ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 

Ｇａｔｅｗａｙ ｆｏｒ Ａｌｌ」の頭文字を取ってＧＩＧＡと略されております。

これは全ての人にグローバルで革新的な入り口をという意味でありますけれども、誰

一人取り残すことなく、子どもたちの一人一人の個別最適化され、創造性を育む教育

ＩＣＴ環境の実現を目指した施策であります。社会のデジタル化が進む中で、現在、

日本の学校のＩＣＴ環境は諸外国に比べても整備が遅れており、自治体間の格差が大

きいのも現状であります。文部科学省は１人１台端末環境は令和の学校において、も

はやスタンダードであるとし、その実現のためのハード面・ソフト面・指導体制の三

つの方面から教育改革を行っていくＧＩＧＡスクール構想を打ち出しました。新型コ

ロナウイルス感染症の影響により、休業が長期化し、教育課程の実施に支障が生じる

事態に備え、今回のような事態にも対応可能な遠隔教育など、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０

の実現を加速していくことが急務となっており、今回、質問をさせていただきます。 

   国では、この今の事態を重く受け止め、全ての子どもたちの学びを保障できる環境
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の早期実現を目指し、計画を前倒しするために、多額の補正予算が可決されました。

有田川町でも、できる限り早く実現させることが必要だと考えておりますが、今後ど

のように進めていく計画でしょうか。また、全国一斉の取組となりますので、想定で

きる課題を事前に抑えておく必要があると考えております。本町では、どのような課

題が想定されるでしょうか。 

   二つ目、保育所と小学校の今後の行事予定についてであります。新型コロナウイル

ス感染症対策のため、町内で一斉臨時休校の措置がとられたことは、皆さまが御存じ

のとおりであります。５月２６日に各小・中学校の保護者に向け教育活動の再開につ

いてという通知が行われました。内容は、５月２２日に文科省より発表された、「学

校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～学校の新しい生

活様式～」を受け、町内小・中学校の教育活動を６月１日より段階的に再開するとい

ったものでありました。この通知文には、運動会（体育祭、体育大会）や音楽会（文

化祭）は実施をしないという内容も含まれておりました。もちろん、授業時間の確保

であったり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策など、多方面から議論がなさ

れた結果であると理解をしておりますけれども、現時点で検討ではなく実施しないと

なった理由についてお伺いをいたします。また、保育所でも多くの行事が毎年行われ

ておりますけれども、今後行事予定はどのような計画でしょうか。 

   最後に、この通知文を見た保護者の方から、賛否両論、多くの御意見を頂いており

ます。教育委員会にはどのような意見が届いており、認識しているでしょうか。御答

弁よろしくお願いいたします。 

   以上で、壇上からの質問を終わります。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   椿原議員の質問にお答えしたいと思います。 

   議員おっしゃるとおり、今回のコロナ禍や今後起こり得るあらゆる事態からの長期

休校に対応することはもちろんでありますけれども、そればかりではなく、ＯＥＣＤ

による学習到達度調査では、我が国におけるＩＣＴの活用は世界的に見て低く、それ

を解決するためにもＧＩＧＡスクール構想の実現は、急務であると考えております。 

   今後の計画や諸問題、行事予定につきましては、担当部長のほうから御答弁をさせ

ていただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   それでは、椿原議員の御質問にお答えいたします。 

   ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けての当町の計画は、今回の補正予算１億４，０
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８０万円で、町内小中学校の情報通信施設を今年度中に整備し、次期補正で１人１台

の生徒用端末機と先生機、合計２，２００台分を予定しております。それを計上させ

ていただきたく計画しています。 

   問題点といたしましては、さらに今後は長期休校などに備えて学校と家庭での双方

向学習ができるように考えていきたいと思っています。しかしながら、家庭環境によ

っては定量性のＷｉ-Ｆｉ環境が整っていない家庭もあります。先立ちまして、先日、

町内の学校を通してアンケート調査しました。その結果から、小学校で２０％、中学

校で１１％の家庭が定量制のＷｉ-Ｆｉ環境が整っていないという結果が出ておりま

す。この問題点の解決方法や予算面、特にそれを解決するための毎月の通信料等が今

後の課題かなと思っております。 

   そして２点目、行事についてであります。運動会、体育祭、文化祭、音楽会を実施

しないとした理由につきましての第一は、授業時数の確保であります。例えば運動会

を開催するとなれば、開催日の当日だけではなくて、練習などを含めると２５時間か

ら３０時間必要になります。また炎天下での練習というふうな安全面でのことも考え

なくてはなりませんので中止としました。この件につきましては有田地方で共通とし

ています。保育所の行事につきましても、安全対策ができにくい行事については中止

を検討しています。まだ検討段階です。また、５月２６日付で保護者に通知した教育

活動の再開についてで、直接、教育委員会への意見はありませんけれども、学校へは

授業時数の確保を第一に考えてほしい旨の声が上がっていると聞いています。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   御答弁ありがとうございました。答弁のとおり、日本はこのＩＣＴの活用というの

が非常に遅れている状態であります。そういった中で構想の実現というのは急務であ

ると町長から答弁を頂きました。そういった中で、この生徒端末機と先生端末機の補

正予算というのが次期補正を考えているといった答弁なんですけれども、文科省は今

年度中の完成を、できれば夏までに整備を目指すようにといった通達をしていると思

うんですけれども、この辺はどのような認識でしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   端末機については、海草地方、この有田地方、共同で共同調達、どれがいいのかと

いう形で、今、協議中であります。当町におきましてもその結果をもとに機種を選択

して、また、その結果を議会にお諮りして購入していきたく考えております。今年度

中にはそろえたいというふうな目標を持って頑張る所存であります。 
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   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   有田地方とも共同調達という答弁を頂きました。けれども、先ほど先輩議員の質問

にも、これからコロナが第２波、第３波が必ずやってくる。そういったとき学校とし

てどのような対応していくのかといった質問があったと思います。答弁として、この

ＧＩＧＡスクール構想を早急に進めていってそういった対応もしていかなければいけ

ないといった答弁でありましたけれども、実際、くる時期にもよるんですけれども、

第２波、第３波に間に合うかなって、そういった不安が大きいところであります。今

回、何でここまで大きな補正予算というのが国で成立したのかということを考えてい

ただきたいなと思うんです。文科省だけではなくて、やっぱりこの関係省庁も極めて

強い危機感を持っているから、このような大きい予算ついてるんじゃないかな。問題

意識を持っている。本当に今は前代未聞の緊急事態、危機感をしっかり持っていかな

ければいけないという中で、ちょっと危機感を持っているのかなって不安になるとこ

ろが私の中であります。実際この６月議会で、和歌山県下見てみても、６月議会でタ

ブレット端末の補正予算というのを提案している自治体というのはあるんです。そう

いったところを把握されておりますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   幾つかの市町村においては、この６月議会で端末まで乗せていると聞きます。この

有田地方では湯浅町さんなんか乗せるような感じでありました。ただ、有田川町全体

といたしましては、学校の先生の使い勝手でありますとか、またそれを突き詰めた上

でないと、その機器代価に付加価値をつけるオプションですね。それがどれぐらいの

ものになるかというのを、今、その先生方を集めて協議中であります。それが整った

上で予算化させていただきたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   答弁頂きましたけれども、有田地方共同調達していく。でも有田地方の湯浅町はも

う既に計上している。これ矛盾してるんじゃないかなというふうに感じます。先生方

の御意見聞きながらというのはもちろん大事ですし、大切にしていかなければいけな

いところではあるんですけれども、全国一斉でスタートを切っていく中で、どう使い

勝手がいいのかというのは使ってみないと分からないところもあるのかなと。実際、
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仮にもうやっているところがたくさんあるんであれば、そういったところ視察して、

研修して検討していくというのもできるのかなとは思うんですけれども。あとやっぱ

り早く手挙げないと納期がやっぱりさらに遅れてくるんじゃないかなというふうな心

配も、私の中ではあります。第２波、第３波が必ずやってくる。そう考えた上でやっ

ぱり対策をしていかなければいけないという中で、このオンラインで、先ほど答弁も

頂きましたけども、学校と家庭双方での授業ができるかできないか。２波、３波来た

ときにできるかできないか、これが本当に大きく違いが出てくるところだろうと私は

思ってます。子どもたちの学びを止めないためにも、本当に１日でも早く実現してい

かなければいけないと私は考えているんですけれども、見解を聞かせていただけます

か。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   議員おっしゃるとおり、１日も早く整備したく考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   前向きな答弁ありがとうございます。そういった中で、やっぱりしっかりと危機感

を持って対応していただきたいなと思ってます。 

   次に、実際現場で使用する教職員の方、こういった教職員の方からは今現時点でど

のような声が上がっているのかお聞かせいただけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   教職員クラブの中で、そして各学校のそのスキルのある先生を寄せて５月の末ぐら

いに会議しました。その中ではいろいろな意見が出てきたわけなんですが、取りあえ

ずは使ってみたいということがありました。その中で、先ほども申し上げましたとお

り、１日も早い端末をという形で、取りあえずはあまりソフトを入れずに、取りあえ

ず活用できるかどうかを試すということも大事なのかなと思っております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   答弁ありがとうございます。 

   私のところにもこの教職員の方から、やっぱりＧＩＧＡスクール構想、これから第

２波、第３波来たときにオンライン授業できるかできないか、これ絶対できたほうが
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いい。ほんまに大きな違いが出てくる。そういった危機感を持って、できる限り教職

員のほうも早く触って、自分が早く使えるように習得しないと、そういった危機感を

持って責任を感じてくれている教職員の方も本当に多く、いっぱいいてるんです。や

っぱり負担の多い教職員、仕事量が今以上に増してくることにならないのかな、そう

いった不安もあるんですけれども、教育委員会として学校現場に対してこれからどの

ようなバックアップを行っていくのかお聞かせいただけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   先生方も不安だと思います。今までなかった形式で授業をしなくちゃならない。し

かも今までのパソコン教室のパソコンの使い方を教えるんではなくて、各教科にそれ

を取り入れて、今の時代に合わせていうところでございます。なので一刻も早く端末

の環境を整備するとともに、また、そういう専門的な方を招いてでも、講演会参加し

たり、どういう形でいくかということを研修を積んでもらいたく、その意味では当町

の教職員クラブでありますとか、そういうことを活用しながら、先生の不安を取り除

いて、一刻も早くそれを自然に授業に取り入れられるようにしていきたいと思ってお

ります。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   前向きな御答弁ありがとうございます。よろしくお願いしますとしか言えないのか

なと。よろしくお願いします。 

   最後に町長に答弁頂きたいんですけども、教育委員会の責任とかではなくて、今回

の一件で、大人たちがＩＣＴ教育、ＩＣＴというのを教育現場に取り入れてこなかっ

た。その実績というのが今回、結果として確実に見えてきたかなと思ってます。教育

現場はこれからどれだけスピード感をもって対応していただけるのかというのは、は

っきりとは分からない状態ではありますけれども、先ほど前向きに答弁を頂きました。

学校現場はＧＩＧＡスクール構想で前に進むものなのかなっていうふうに感じてます。

次のステップといいますか、今後は行政全体でＩＣＴの利活用というのを考えていか

なければいけない。そういうふうな転換期に差し掛かっているというふうに感じるん

ですけれども、町長の見解であったり今後の意気込みというのを最後にお聞かせいた

だけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   このＧＩＧＡスクール構想は、やっぱり都会とあまり差ができたら困るということ
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で、部長も答弁させていただいたように、できるだけ早く使えるようにするというこ

とでございます。 

   また、行政のほうにもということやねんけど、行政事務全般に対する端末の導入に

ついては、セキュリティ面での課題も非常に多ございます。特にうちは電子決済とか

そういうのもやってますんで、セキュリティの問題からも今すぐの導入は非常に難し

いかなと考えてます。タブレット端末の導入については議会でも研究されているとお

伺いをしております。執行部といたしましても将来の導入に向けて研究を続けていき

たいなと思っております。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   答弁ありがとうございます。確かに議会でも研究、今しているところであります。

私個人の意見として、考えとしては、やっぱりそういったものを進めていかなければ

いけないのかなと、そういった時代なのかなというふうに感じてます。 

   それでは今後の行事予定について再質問していきたいと思います。 

   私個人の考えとして、やっぱり現時点で中止というふうにするんじゃなくて、やっ

ぱり延期とか検討というふうにすべきなのかなというふうに考えております。もちろ

んその行事の時期がくるまで分かりませんけれども、その行事がくるまではいかに感

染症リスクを抑えて実施できる方法というのを考えていくのが、やっぱりこれ大人の

役割なんじゃないかなというふうに思ってます。もちろん命が最優先ですし、その時

期が、行事の時期がきたときに以前のような感染者が多く発生している、そういった

問題があれば中止せざるを得ないというふうに思うんですけれども、現時点で中止と

してしまえば確かにリスクないですし、大人は楽できるんかなって、言い方悪くすれ

ばそういうふうに感じます。でもやっぱり子どもたちにとって一生の思い出であった

り財産にもなる、そんな行事を、私、できる限り経験させてあげるというのが本当に

大人として私たちが考えていかなければいけないというふうに感じるんです。もちろ

ん私も全ての行事ができる、やってほしい、そういうふうには思ってませんし、音楽

会なんかであれば、３密回避とか難しいのかなというふうに感じてます。でもそうい

った中で全てを中止とするんじゃなくて、現時点では対策すればできる行事、そして

対策してもやっぱり難しい行事、そういったことをしっかりと、判別して仕分けてい

くことが必要だと私は感じるんですけれども、見解をお聞かせいただけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   議員おっしゃるとおり、この学校行事というのは非常に大切な行事だと私は感じて

おります。しかし、今の時点でここで細い時数の計算あるんですけれども、体育祭、
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文化祭あるいは音楽祭を入れて計算すれば、全くこれは計算になりません。一応抜い

ておかないと計算ができないような、そういう授業時数の数です。それで夏休みを短

縮したり、また今度１１月頃になるとどうなるかということで、冬休みのことも考え

ております。２日、３日、４日ぐらい取れるかな。それとプラス災害、警報の面も考

えて、これも三、四日ちょっと頭に入れているんですけども。そういうことで非常に

時数関係でなかなか難しいという点がございます。非常に授業のほうも今、難しい、

音楽のほうの授業でも歌を歌うなとか。歌を歌わない音楽の授業はあかんがなと思う

んですけど、そういうことになっておりますので。また行く行くは第２波、第３波も

考えております。第２波、第３波がくれば、一教育委員会では対応できません。学習

指導要領を変えていただいて、いろいろな対策を練っていただかなければとても一教

委では無理な対策になってこようかと。そういうことで、今、そうですけども、もし

余裕があれば各学校でいろいろな行事を考えていただいて、それは許容範囲に入って

くるんじゃないかな、そういうふうに思っております。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   御答弁頂きました。 

   ちょっと紹介させていただきたいんですけども、私もちょっとＳＮＳを使って保護

者の方の声というのを少し集めさせていただきました。ちょっと紹介させていただき

たいんですけれども、もちろん賛否両論あります。今回のこの判断に賛成の声として、

今年に限っては中止でいいと思います。であったり、子どもの命が一番大切なので学

校行事を優先するより延期や中止の判断で安心しています。賛成。もししたとして、

そこで感染が起きたら大変なことになる。そういった今回の決断に賛成の意見もあり

ます。反対の意見として、小規模でもいいので実施してほしい。１世帯１人など制限

付でもいいので見学をしたい。とても残念です。中止になるのは悲しい。母親の意見

とすると運動会、発表会は縮小してでもしてほしい。でも仕方ないのかな。仕方ない

のかもしれないけれども、子どもの成長を見れないのはやっぱり寂しい。修学旅行は

何としてでも行かせてあげたい。命を思うと仕方がないと思う。その反面やりたいと

も感じる。子どもはテレビを見て、大人は勝手でいいよなと、そのような意見を述べ

ている。こういった声、私のところに直接届いてまいりました。集計してみると、今

回の決定に反対の声が大体７割ぐらい、賛成の声が３割程度、そういったところであ

ります。今回の決定に反対の声、やってほしいといった声を先ほど述べさせてもらっ

たんですけれども、ほとんどの保護者は今までどおりの行事ができないということは

分かってるんですよ。初めの答弁で、第一は授業時間の確保だといったことでありま

したけれども、今までどおりじゃなくていいんじゃないですかと、私はそのように感

じるんです。運動会、２５時間から３０時間、やっぱりとってしまうといった答弁だ
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ったんですけども、中には練習をしなくてもできる行事、種目はあるんじゃないです

か。短縮・縮小、感染者数の制限、学年別に分けて実施とか、できる方法というのを

考えれば幾らでも出てくると私は思ってます。そういった私の思いを御意見させてい

ただいたところ、初め今回の決定に賛成とおっしゃっていた方も、ほとんどの方はそ

れだったらやってもいいんじゃないかなと、そういった声に変わってくるわけです。

できる方法をほんまに考えればいろいろあるんですけれども。 

   あと、ちょっと一つ、ニュースで上がっていたのを紹介させていただきたいんです

けども、大阪府です。運動会や体育祭については大阪府の教育委員会がほとんどが２

学期に開催する方向で調整。中止を決めている小学校、中学校もあるけれども、ほと

んどが延期を決めている。ただし開催する場合でも、競技や演技に参加する児童生徒

の接触を避けることに配慮して種目変更を検討中。さらに会場が密集にならないよう、

観客を保護者のみに限定したり、学年別・地域別に開催日を分散したりといった対策

を検討している自治体もあるといった内容のニュースがありました。大阪府、皆さん

御存じだと思うんですけども、和歌山県より明らか感染者数も多いんです。そういっ

た大阪の事例も紹介させてもうたんですけども、私も言いたいのは、大阪がやる方向

で検討しているからやってくれ、そんなことを言ってるんではなくて、ただ、もっと

保護者の方の御意見というのもお聞きしながら決定してほしかった。ここなんです。

修学旅行だって県内でもいいじゃないですか。県内でも勉強できるとこいっぱいあり

ますし、経験できることたくさんあると思うんです。私、今回、あくまでもコロナウ

イルスを軽く見てるわけじゃないんです。もう一回、もう一度、いろいろな方法、こ

こを考えながら再度検討していただきたい。そういった思いを訴えさせていただきま

す。御意見、御見解、お聞かせいただけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   やっぱり子どもを教育する、教育には三つの光があると私は思っております。勉強

で光る子、体育で光る子、そしてまた芸術・文化・音楽のほうで光る子、いろいろな

子どもがいてると思います。それぞれその才能を見出していくのが、これは教師の務

めだと私は思っております。非常に大事なことだと思います。ただ、このコロナにつ

きましてはまだ見通しが本当につかないです。これで今、弱っているわけですけれど

も、授業時数の確保、これは義務教育の大前提なんですね。それと、今、言われてい

る３密、それを考えて、総合的に考えて、時間数が達成できれば学校長の判断で縮

小・短縮、これも一つの案ではないかなと、そういうふうに思っておるところでござ

います。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 
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○３番（椿原竜二） 

   今の答弁聞いてると、教育委員会として今回この中止の決定出したけれども、授業

時数確保できるんであれば各学校で行っても構わないよって、そういうふうに聞こえ

てきました。けれども、今回、教育委員会としてこれ中止というのを明確に発表した

んです。これ明確に発表しておきながら、学校がそれを無視して実施できますかって

いう話なんです。そこはやっぱりちょっとハードル高いんじゃないかなと私は思って

ますし、もう一回検討していただけるということを要望しておきます。 

   今回のこの教育活動の再開についてという今回の通知なんですけども、この通知に

ついて、済んだ話をどうこう言いたいわけではないんですけれども、休校中、保護者

の方からは、この休校期間というのが延びるごとに、授業時間確保できるのかな、大

丈夫なのかな、そんな多くの不安の声というのを私は聞いてきました。こういった不

安にしっかりと寄り添っていただきたい、解消していただきたい、そういった思いで、

以前、いついつ学校が再開すればこのようなスケジュールで進んでいくよ。なので授

業時間を確保できます。そういった連絡をしてほしいといった要望をさせていただい

たんですけれども、残念ながらかなうことはなくて、再開決定時にまとめて報告がさ

れました。この方針決定と連絡のタイミングというのは、連絡なかったのかどうか、

どのように考えていますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   ３月の２日、３月からこれまでに、６月１日の休校が再開されるまで、５回ほど、

最初を含めて５回ほど、その決める、判断すべきところがありました。それぞれで教

育委員会としてはどういう時間がとれるのかというところを、校長会を交えて、校長

会を開催して協議して決めてまいりました。その中で休校を延ばすという通知は各議

員にはさせていただいたことです。ただ、その過程でも何とか、先ほどの質問にもあ

りましたところの、子どもたちの考え、子どもたちが、勉強では輝けないけれど、ほ

かのことなら輝ける子どもたちの芽を摘みたくないっていうことを、いろいろ協議し

ながら考えてきました。それと同時に、先生方に通知して、今のところはこういうと

ころですというのを伝えるというのは非常に困難なことで、逼迫した状態の中でいろ

いろ考えて、いろいろ決定しなくちゃならないというところで、大変申し訳ないこと

でありましたが割愛させていただきました。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   答弁ありがとうございます。 
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   保護者の方が、本当にこのコロナウイルス、今回、休校中物すごく苦労されたと思

います。不安も物すごく大きかったと思います。できる限り教育委員会にもそういう

痛みや不安にしっかりと寄り添っていただきたかったなというふうに、残念に思って

おります。今後、このコロナウイルス禍、第２波、第３波必ずくるということを想定

しておかなければいけない。これは当然の考えだと思うんですけれども、先ほども言

いましたけど、もちろん済んだ話をどうこう言いたいわけではないんです。今回のこ

の対応というのをしっかりと正確に検証して、第２波、第３波がきたときにしっかり

とこれを生かしていただきたい、生かしていかなければいけない、そういうふうに思

うんですけれども、結果論としてなってしまうんですけれども、どの部分が的確であ

って、今後の第２波、第３波に向けて課題が残るとすればどういったことなのか、ど

のように考えていますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   休校の措置については、この有田川町自身にそういう専門機関はなく、学校薬剤師、

学校医等に相談していろいろ決めていくという形ではありました。５回のそういう過

渡期にありとあらゆることを検証したつもりではありますが、ぬかっている点がある

のであれば、今後検討して、２波、３波に備えていきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ３番、椿原竜二君。 

○３番（椿原竜二） 

   答弁ありがとうございます。 

   最後に、今回、本当に教育委員会も本当に御苦労されたと思います。そういった中

でしっかりと考えていただいてるとは思いますけれども、やっぱり育友会であったり

学校、こういったところがしっかりと協議をしていかなければいけないんじゃないか

なと思ってます。保護者の方から御意見を頂きながら、保護者の方に寄り添いながら、

御理解を得ながら進めていくべき、そういうふうに改めて感じるわけであります。学

校や教育委員会、ここの一方的な判断・決定というのを押し付けることだけはないよ

うに避けていただきたい、そのことを要望いたしまして私の一般質問を終わります。 

○議長（森谷信哉） 

   以上で、椿原竜二君の一般質問を終わります。 

   暫時休憩いたします。午後１時より再開させてもらいますので、よろしくお願いい

たします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １２時０２分 

再開 １３時０１分 
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～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

   一般質問を続けます。 

……………通告順４番 １２番（岡 省吾）…………… 

○議長（森谷信哉） 

   １２番、岡 省吾君の一般質問を許可いたします。 

   岡 省吾君の質問は、一問一答形式です。 

   １２番、岡 省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   ただいま議長から発言の許可を得ましたので、通告に従いまして、１２番、これよ

り一般質問をさせていただきたいと思います。 

   今回、私の質問は、前回３月定例会でも同様の項目を一般質問いたしましたが、前

回に引き続き、新型コロナウイルス対策に関連して、数点にわたりお聞きしたいと思

います。先ほど来からの質問も重複する点もあるかと思いますけれども、よろしくお

願いをいたします。 

   前回の３月定例会におきましても、この新型コロナウイルス対応について一般質問

をさせていただきました。３か月前のことでありますけれども、その当初はコロナウ

イルス感染者数が全国で１，０００人規模でありましたけれども、世界的また全国的

な大規模パンデミックとなり、この新型コロナウイルスの爆発的な感染流行の脅威を

思い知ることとなりました。改めまして、コロナウイルスに感染され、お亡くなりに

なられました多くの方々に、心からお悔やみ申し上げますとともに、いまだ病床にお

いて闘病されておられます皆さまの一日も早い御回復をお祈り申し上げる次第でござ

います。 

   また、コロナ禍で非常に大変な時期にもかかわらず、新型コロナウィルス感染防止

と重症化予防を目的として、マスクや消毒液などを寄贈くださりました企業様や団体

様の本当に温かい御厚意に、心から、ただひたすら感謝の気持ちでございます。 

   質問当時、国の緊急事態宣言が発令されないことを祈っておりましたが、日本全国

に感染が拡大するに従い、緊急事態宣言が発せられて以降、経済活動の自粛要請に伴

う混乱ぶりは、国民生活や日本経済の根幹を揺るがす、とてつもない大打撃を与え、

あまりにも大きい財政支出は、まさに今後、日本の命運を左右するような事態に陥っ

ていることは周知のところでございます。 

   社会経済の自粛要請により、国民生活が困窮する現状を踏まえ、国は経済・生活支

援対策として数々の方針を打ち出し、国会において莫大な補正予算を組み対応されて

おります。その一環として、住民基本台帳に登録されている全ての国民に一律で１人

当たり１０万円を給付する特別定額給付金が施行され、有田川町においても、迅速な
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給付金の配布に向けて、５月１５日より住民に申請書を発送。返送された申請書の確

認をもって順次、給付金を振り込みされております。 

   さきの全員協議会において、給付金の進行具合などを示されましたが、改めてこの

特別定額給付金に関して数点にわたりお伺いいたします。 

   １点目に、現時点における申請世帯数はどのくらいか。有田川町の全世帯数と、う

ち申請された件数並びにその割合。それからいまだ申請されていない件数はどの程度

あるのかをお示しください。 

   ２点目に、身寄りのない高齢者の給付金申請の在り方についてお伺いいたします。

何の問題もなく、給付金申請手続を済ませることができる高齢者の世帯や、近隣にお

身内の方がおられ、手続を助けてもらえる高齢者世帯の方はよいのですが、その申請

作業がどうしても困難な高齢者の方もおられるのではないかと推察するところでござ

います。当然、町といたしましても、そのような場合に備えて、福祉に従事されてい

る方々や、民生委員さんなどのお力も得ながら、代理人申請の形で、誰一人として漏

れなく対応をされているものと思いますが、申請には個人確認がとれる身分証の写し

に、振込先を明記するため通帳口座の写しが必要でありますので、言わばプライバシ

ーの塊を扱うことによるトラブルが発生しないか危惧しておりました。特段、そうい

う点も含めて、町としてもその配慮に苦心されたと思われますが、どのように対応さ

れたのかをお聞きいたします。 

   ３点目に未申請者の追跡確認や受給伺いについてということでございますが、この

申請期間は８日１７までを期限にされているとのことであります。未申請の方の理由

は、おのおのそれぞれであろうかと思われますが、未申請世帯の中に、申請手続が困

難な方などが含まれていないかが心配されます。申請期限を待って、追跡確認や受給

伺いをされる方向であるのかをお聞きいたします。  

   ４点目に、この件に関してトラブルはなかったかということでございます。テレビ

などでは給付金詐欺のニュースなどを耳にいたしました。当町においては、幸いにも

そのような事案を耳にはしておりませんが、先ほど申し上げましたように、代理人申

請によるプライバシー関連においてトラブル等がなかったか。また、その他、大小に

問わずトラブルが発生していないかお聞きいたします。 

   続いて第２点目として、有田川町応援クーポン配布事業についてお伺いいたします。 

   有田川町の緊急経済対策の一環として、有田川町応援クーポン配布事業を町独自の

事業として実施することとなっております。これは、住民への生活支援と経済が冷え

込んだ町内事業者への景気対策のために配布されるもので、全ての町民１人当たり５

００円の２０枚綴りクーポン券１万円分を配布するものであります。プレス発表や町

広報など広く町民にも知れ渡り、定額給付金とともにこのクーポン券配布事業につい

ても、住民から深く関心が寄せられているところでございます。また、地域事業者に

おきましても、落ちこんだ地域経済を刺激する一助として多くの期待が寄せられてい
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るのではないかと思います。現在、担当部局において、鋭意、配券準備作業に勤しま

れていることと思います。また、一部で、昨日クーポン券が届いたとの知らせもお聞

きしておりますが、このクーポン券配布時期の見通しについて、いつ頃、住民皆様の

お手元に届けられる見通しであるか、まず初めにその点をお聞きいたします。 

   また、このクーポン券は登録された町内事業者の店舗のみで利用できますが、現時

点の登録参加店の数はどうでしょうか。旧町別の参加店舗数をお示しください。 

   このクーポン券の使用期間は来年の２月２８日となっております。町民皆さんには

このクーポン券をどんどん活用してもらえるように願うわけでありますけれども、町

民に対して、クーポン券利用可能な店舗を分かりやすく、どう周知されるのでしょう

か。また、懸念するようなことはないでしょうか。それらの点についてお答えくださ

い。 

   続きまして第３点目として、コロナ禍における学校教育の影響を勘案してというこ

とでお聞きいたします。 

   新学期の始まりから換算すると都合２か月間の休校ということで、学校の再開を待

ちわびた児童・生徒や親御さんも多かったように思われますが、ようやくと申しまし

ょうか、いよいよ小中学校も再開され、元気な子どもたちの通学する姿を見ることが

できるようになりました。 

   前回、３月議会の一般質問において、学校教育における未履修学科の補い方につい

て取上げさせていただきました。当初はこんなにも休校が長引くということを正直思

っておりませんでした。やむなく長期間の休校ということになりましたので、学校教

育に及ぼす影響も非常に大きいものでございます。当然、懸念されることも多く、皆

さんが最も心配されているのは、何をおいても遅れている学習の補い方であると思わ

れます。 

   そこでまず、授業日数の確保と授業の方針について教育長の見解をお聞きしたいと

思います。また、３密を避ける教育の在り方についても、メディア等でさかんに論じ

られております。当町における学校現場での３密対策について、種々取り組まれてい

ることをお教えください。 

   最後に、各種学校行事の今後の見通しについて、その方向性をどう考えておられる

かをお聞かせ願いまして、私のこの壇上での一般質問を終わらせていただきます。御

答弁、よろしくお願いをいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   それでは、岡議員の質問にお答えをしたいと思います。 

   今般また本当に新型コロナウイルスの蔓延ということで、日本中でクラスターが発

生しまして多くの方がお亡くなりになりました。また、経済的にも非常に打撃を及ぼ
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したところであります。もちろん我が町でも多くの事業者の方が非常に経済困窮に陥

ったり、その中で国の持続化給付金、それから定額給付金もあったんですけれども、

町独自の持続化給付金、それからクーポン券、持続化給付金も創設をさせていただい

て、もう既にお配りをしていたところであります。 

   特別定額給付金の給付対象者は、令和２年４月２７日時点において住民基本台帳に

登録されている方が対象で、対象となる世帯数は１万６２７世帯であります。６月１

７日現在で申請された世帯数は１万２７０世帯で、全世帯数の９６．６％となり、い

まだに申請されていない世帯は３５７世帯となっております。申請書の提出方法とし

ましては、コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送による申請を基本とし

て、全ての世帯主の皆様に案内をさせていただきました。 

   申請書の添付書類といたしまして本人確認書類の写し等が必要となることから、町

内３か所の役場におきまして受付窓口を設置し、申請書作成の補助も含めて対応させ

ていただきました。町民の皆様方には郵送による申請に大変な御協力を頂き、窓口で

の混乱やトラブルもなく、順調に給付事務が進んでいるところであります。 

   今後、時期を見まして、まだ申請書を出されていない方を対象に、再度案内をさせ

ていただくとともに、給付金制度を知らなかった、申請したくてもできないという方

が出ないよう取り組みたいと考えております。 

   ２点目の、有田川町応援クーポンにつきましては、現在、世帯ごとの封入作業を行

っております。今週火曜日以降、既に約７，３００通をお送りしているところでござ

います。今月末を目途に、湯浅郵便局に対し、全ての発送が終えられるように作業を

進めております。郵送の方法につきましては、対面での受け取りが必要なレターパッ

クプラスとしております。配達の際、御不在の世帯を除き、６月中に全てお届けでき

る予定であります。 

   登録店舗の受け付けについては、１回目の締切りを５月２９日とさせていただき、

この時点で申込みのあった３３８店舗につきましては、世帯あてにクーポン券を郵送

する際に、一覧表として同封をさせていただきます。 

   この３３８店舗については、旧町別に見ますと、吉備地域が２４０店舗、金屋地域

が５２店舗、清水地域が４６店舗となっております。また、参加登録店舗に対しまし

ては、各店舗で掲示していただくためのＡ３サイズのポスターと、Ａ５サイズのステ

ッカーをお送りしております。 

   懸念する事項といたしましては、店舗から役場に対する請求・換金漏れが考えられ

ますが、使用期限である来年２月末から請求期限となる来年３月頃、注意喚起の文書

を、各店舗宛にお送りする予定にしております。 

   なお、クーポンの換金につきましては、できるだけお待ち頂くことのないように、

半月ごとに取りまとめた上で入金作業を行う予定となっております。 

   以上です。 
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○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   それでは、岡議員の御質問にお答えをいたします。 

   まず、授業日数の確保についてであります。通常でありますと毎年２１０日程度で

すが、コロナ禍による休校で１７０日程度となっております。これは、学校教育施行

規則に定められている授業時数の確保ですら難しくなりますので、夏休みの大幅な短

縮や、また、各行事の精選による授業時数の確保で学習の遅れを補おうと考えており

ます。 

   幸い、６月１日から有田川町立の全ての学校で元気に登校する児童生徒の姿を見る

ことができました。しかしながら、分散しての授業、そして給食ができる学校とでき

ない学校があります。できない学校としては、小学校では藤並小学校、そして御霊小

学校、中学校では吉備中学校と金屋中学校です。この４校には、透明シールドで前三

方をガードする飛沫防止パーテーションを全ての児童生徒に購入し、かつ換気等を徹

底し、３密状態を避けたいと思っておるところでございます。 

   最後に、学校行事の見直しについてでありますが、運動会、体育祭、音楽祭、文化

祭については、授業時数や３密の回避等の関係で有田地方の教育長会、１市３町の教

育長会で中止としておりますが、授業時数の余裕、また、コロナウイルスの感染拡大

状況や刻一刻と変わる状況の変化に伴い、学校長の判断で、縮小・短縮など創意工夫

して実施も検討の範囲の一つと思っておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １２番、岡 省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   再質問をさせていただきます。 

   １点目の特別定額給付金については、進行中また最終的なところまできてるんで深

くはお聞きするつもりはございませんけれども、若干ちょっとお聞きいたします。こ

の件については突発的で、可及速やかにしていかなきゃならないということで、いろ

いろと準備不足の面もあったんかなと思うんですけども、いつもこういうことで、後

のクーポン券のこともそうですけども、御高齢者の方の対応というのが一番気にかか

るとこでございまして、やっぱり若い人じゃなしに御高齢者の方の気持ちに立った上

での運用を考えていただきたいなというのは思ってるんですけども、先ほども申し上

げましたとおり、なるべく早いこと体制をとってやっていかなあかんということの中

でやむを得ない部分もあったと思いますが、やっぱり先ほど１１番議員のお話もあり

ましたけども、報・連・相で相談することも大切じゃないかというお声の中で、やっ

ぱり福祉課と連携を取りながらいろいろと、こういう場合はどうしたらええかという
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ことも相談しながら進めていかなあかんなと思うんですけども、実際のところ福祉課

との連携をどう取られてという点をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   それでは岡議員の再質問にお答えさせていただきます。 

   総務政策部といたしましては、福祉部門とも協議を進めながら、この６月末までに

申請を頂けなかった方を対象に再度御案内をさせていただこうと考えています。また、

その前におきましても区長会の区長さん初め、民生委員さんを初め、各関係機関に御

協力を仰ぎながら、情報を共有して、きめ細かく対応していけるように進めてまいり

たいと思っております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １２番、岡 省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   まだ申請されてない世帯が３５７世帯あるということで、その、今おっしゃったよ

うにいろいろと皆さんに御協力を得ながら、漏れなく皆さんに知っていただくように

取り組まれたいなと思います。 

   話は変わりますけれども、この間、企業さんの御厚意で次亜塩素酸の消毒液を頂い

たり事業、僕も及びませんけどちょっと手伝いをさせていただき、また地域の皆さん

のお声を聞く中で、やっぱり欲しても、もらいにそこまでよう行かんと、御高齢者の

方が。やっぱりその件につきましても、早いこと消毒液を配らなあかんということの

中で、限られた配布場所を指定して、そこまで取りに来てくださいよということだっ

たんですけども、やっぱり欲してももらえんという人の声も大分あったんで、今後そ

ういうふうなことのないように、いろいろと検討していただきたいな。そこにもやっ

ぱり福祉課で相談してもうて、御高齢者のあれどんな対応をしたらええんかなとか、

相談しもてやってもらったらええかなと思ったんで、あえて質問をさせていただきま

した。この件につきましては、もう最終的にそういうふうな方針で取り組まれるとい

うことで終結をさせていただきたいと思います。 

   ２点目の応援クーポン配布事業につきまして、これも進行中で、既にもうお手元に

届いた住民の人の声もお聞きしております。それで、質問の中にもしましたけども、

やっぱり使っていただけるために、どこの店でクーポン券が使えるのかっていうのを

分かりやすく周知する。一覧表を同封して送ってるんだっていうお話でしたけども、

やっぱり地域によっては加入の参加の店舗が少ない地域とかいろいろあると思います

し、結局過疎地域の皆さんが使いにくいっていう状況も考える中で、移動販売車であ

ったり、地域の石油屋さんとか使えるということであれば灯油とかも使えるというこ
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とで、そこら辺でも使ってもらえるかなと思うんですけども、やっぱり分からなんだ

ら使いにくいということもあるので、先ほど一覧表を見せていただきましたけども、

やっぱり高齢者の目で見やすいようにやっていただきたかったなと思うんですけど、

もう同封された話なので、送られた話なのでもうこれ以上は言いませんけれども、や

っぱりこういうことも御高齢者の立場に立って、優しい施策でやっていただけたらあ

りがたいかなと思います。要望をしておきます。 

   それから学校教育の影響についてでございますけれども、先ほど３番議員の質問も

ありまして、重複する点もあるので、これもあまり深くも聞けませんけども、先ほど

答弁からお聞きしますと、授業日数については夏休みの短縮、それから各種行事の精

査をしてコマ数を確保していきたいということありましたけども、先ほど３番議員も

ありましたように、第２波、第３波の影響も今のところで、その可能性も否定できな

い中で、やっぱり未履修学科のこともありますし、詰め込み教育にならんようにして

もらわんかったら、結局詰め込んで学習をしてもそれが身に付いていないというよう

な学習方法であれば元も子もないと思いますので、その辺について考えられているよ

うなことがあれば、教育長なり部長なり答弁をしていただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   議員おっしゃるとおり、あまり詰め込みになるとというところであります。校長会

で話しするのですが、本当はその時点で個別に対応できてればいいんですが、なかな

かその時間もない中では、小テストを繰り返しながら、その子、その子がどこでつま

ずいているのか、どこが未履修にその子にとってなっているのかというのを確かめた

上で個別に対応していくということでございます。 

○議長（森谷信哉） 

   １２番、岡 省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   今、答弁頂きましたように、子どもの状況を見ながら教育を進めていただきたいと

思います。 

   ３密対策といたしましては、生徒数の多い学校なんかにおきましてはパーテーショ

ンの設置であるとか、換気を徹底するとかということをお聞かせいただきましたけど

も、やっぱり当然ずっとマスク着用、また消毒の遵守、これは引き続きやっていかれ

ることと思いますけども、この夏場に向けてはその暑さ対策としてマスク熱中症とか

いうこともマスコミ等で論じられておりますけども、暑さ対策をどうされていくか、

ネッククーラー等の購入もしたんだというお話もお聞きしておりますけども、暑さ対

策について、どう、この夏を乗り切っていく考えであるのかお示しいただきたいと思

います。 
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○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   まず、議員おっしゃっていただいたネッククーラーを各生徒に配布してます。登校

する姿を見ますと、まだその暑さは本格的でないにしろ、つけてくれてる児童という

のもいています。実際、学校の中ではもうクーラー使わせてもうてます。３密になら

ないように対角で少し授業中窓を開けて温度調節して、そして休み時間になると換気

するという形で対策してございます。電気代、消耗品費、上がると思いますが、よろ

しくお願いいたします。 

   失礼します。 

○議長（森谷信哉） 

   １２番、岡 省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   ３密対策についても万全を期してやっていただけるということでございます。 

   最後に学校行事でございますけれども、先ほど３番議員もおっしゃっていただいた、

僕も同感で、やっぱり子どもにおいては、親御さんもそうですけども、学校行事の運

動会であったりとか、体育祭であったりとか、文化祭であったり、やっぱり成長して

いく中で、僕らもそうですけど、大人になっても非常に大切な思い出として重要なこ

とだと思います。コマ数の確保、分かりますけども、やっぱりそこら辺は十分に寛大

に柔軟に考えていってあげてほしい。先ほどお話の中で、教育委員会のほうから通知

で、中止するという明言をされてた。今、答弁では検討の余地もあるのかなというよ

うな答弁やったと思うんですけども、できるだけ親御さんの御意見もお伺いしながら、

また子どもたちの声も聞きながら、また県下の状況も踏まえながら、いろいろとそこ

ら辺を考えていただきたいと思いますけども、最後に総括してそこら辺のあたりの考

えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   そのとおりでございます。私もスポーツマンでございまして、体育祭のときに光っ

た子どもでございます。その一人でございます。非常に学校行事というのは大事な行

事の一つでございます。ただ、今回の場合はそれを入れて授業時数を計算しますと、

とてもとても足らない状態になって、だから教育委員会からも進んで一回やってのけ

といて、中止ということにしといて、そうしたら学校がうまく、学校長がちょうど都

合がいいんじゃないかなということも考えながら、ただ、まだ授業時数を余裕があれ

ば、これは学校行事というのは学校長が考えることなんで、体育祭あるいは文化祭と、

そういう冠をかぶせないでできたらいいんじゃないかなというようなことも考えてお
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ります。これももう各１市３町の教育長も御存じだと思うんですけど、余裕あればそ

ういうこともやっていきたいなと、そういうように考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   １２番、岡 省吾君。 

○１２番（岡 省吾） 

   ただいまの答弁で、あまり教育部のほうから曖昧な、あやふやなことがあると、な

かなか現場としてもしんどいと思うんで、やっぱりその方針やというのは文面ではそ

う書いたけども、もう腹はそんなんやさかいにということを学校現場のほうにも、校

長会のほうにも言うといちゃったらやりやすい部分もあるのかなと思うので、そうい

うところをちょっと伝えてあげてあげればなと思います。 

   このコロナに対して、やっぱり第２波、第３波も心配される中で、これからどんな

ことが起きるか分からない。これを糧にしてと言ったら言葉、語弊ですけども、これ

を教訓にして何か不足、足りなかったところとか、もう一回、再度検討していただい

て、住民に安心・安全な暮らしが営めるようなまちづくり、ますます増進をしていっ

ていただきたいと思います。 

   これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（森谷信哉） 

   以上で、岡 省吾君の一般質問を終わります。 

……………通告順５番 ７番（谷畑 進）…………… 

○議長（森谷信哉） 

   続いて、７番、谷畑 進君の一般質問を許可いたします。 

   谷畑 進君の質問は、一問一答形式です。 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   ただいま議長の許可を頂きましたので、貴重な時間を頂きまして、私の一般質問を

させていただきたいと思います。 

   私の質問事項は２項目です。 

   まず最初に、（仮称）鏡石トンネルの進捗状況はということで、上六川地内では、

この県道１８号、大規模な工事が道向かいでなされており、皆よく知っておられると

思いますが、私たちの務めは、少しでも早く完成、開通を日々願い、注目しなければ

という観点から進捗状況を、毎年のようですけども伺うものであります。 

   まず、トンネルは向こう側から掘っていますが、もう何メートルぐらい掘ったので

しょうか。それと、海南側、金屋側、全ての工事計画は計画どおりですか。予算は今

後大丈夫なのでしょうかという質問です。 

   続きまして、次に、沿線にあります上六川小学校の今後についてであります。休校

になって約１０年余りですか。有田川町に合併してからも休校ですから、当時何か計
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画があったのではと期待があるんですけども、活気が消えて、地元では福祉施設や事

業家による再利用など期待感を持っていたのですが、現在、上六川中山間事業で、み

その加工場に１室借りているのみ、他所からはそういう状況となっております。それ

で私、地元で住んでかなりひいき目ですけども、上六川小学校は立地条件もよく、建

物も新しく感じられ、いかにも今のままではもったいないなという思いがありますの

で、この質問をさせていただくこととなりました。まず、校舎は耐震検査はできてい

るのでしょうか。次に、避難所の設定はどうなっているのでしょうか。また、文化財

の保管・利用状態は。今現在、文化財で何部屋ぐらい使っているのでしょうか。空室

はあるんでしょうか。また、他所からいろいろネットとか見て使いたいよという応募

件数とか内容はどのようになっているのでしょうか。最後に、この校舎を、また私の

いつもする儲かる農業の期待を持ってですけども、季節労働者・援農者の宿泊施設に

利用できないんでしょうか。以上、２項目の質問をよろしくお願いします。御答弁の

ほうよろしくお願いします。 

   これで１回目の質問を終わります。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   それでは、谷畑議員の御質問にお答えしたいとい思います。 

   県道海南金屋線につきましては、現在海南市役所から有田川町上六川までの約５キ

ロの区間において整備を進めております。有田川町上六川工区につきましては、用地

の買収進捗率は約９０％、平成２９年度より用地取得済箇所の工事を着手しており、

工事の進捗率といたしましては約３０％であります。海南市側の工事につきましては、

用地買収は全て完了し、トンネル掘削土を受け入れる盛土部の道路工事を進めており、

工事の進捗率は約３０％であります。また（仮称）鏡石トンネル本体工事については、

令和２年２月から海南市側より着手しており、全長２，５６７メートルのうち、もう

既に５０メートルの地点まで掘削が完了している状況であります。令和５年度の完成

に向け、引き続き事業を計画どおり推進し、早期完成できるよう県に要望してまいり

ます。このことについても、もう毎年、県道海南金屋線促進協議会のほうで県に要望

活動を行っています。また、今年の８月５日も、多分、谷畑議員も委員だと思います

けれども、県のほうに要望に行く予定であります。予算についても順調よくついてる

と聞いております。工期、５年以内に全線開通という初めの約束でありますので、こ

れに向けてまたみんなで協力もし、要望もしていきたいなと思っております。 

   ２点目の上六川小学校の今後についてでありますけれども、耐震検査については、

平成１８年に校舎・体育館の耐震診断を実施しており、校舎については大丈夫であり

ますけれども、体育館については耐震基準を満たしておりません。また、避難所の設

定はどうなっているのかについてでありますけれども、上六川・黒松・西村地区の避
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難所に指定をしております。また、文化財の保管・利用状況についてでありますけれ

ども、上六川小学校が平成２３年度に廃校となり、平成２４年１０月より教育委員会

が倉庫として使用しており、文化財については２階の６部屋を使用し、遺跡から発掘

された国民共有の財産である埋蔵文化財などの保管場所として利用しております。空

いている部屋については、理科室、音楽室、校長室、この三つでありますけれども、

避難所として利用していますので、実際の空き部屋はございません。使用応募件数の

内容についてでありますけれども、空部屋がないため、使用についての募集は行って

おりません。ただ、校舎を使わせてもらえないか、などの相談は受けたこともありま

すが、教育委員会の倉庫、避難所として使用しているため、空いている部屋がないと

説明をしております。また、体育館を貸してくれないかと見に来られたこともありま

したが、耐震基準が満たされてないため、実現には至りませんでした。 

   次に季節労働者・援農者の宿泊施設に利用できないかということでありますけれど

も、校舎については、倉庫、避難所として使用している状況ですし、体育館について

も耐震基準を満たしていないため、利用できない状況であります。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   ありがとうございます。 

   まず最初に、県道海南金屋線、皆によく聞かれるんですけども、向かい原を掘削や

ってずっと上から削り終えてきたんだけれども、あれ川を寄せるというけど、あの幅

で大丈夫かというぐらい山なりに切り取ってきたので、川は広くなるのか、こっち側

が広げられるんかという心配はあるねんけど、それは設計どおりですかね。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   大丈夫でございます。今の現道の一部を道路にも使いますので、川を寄せた分だけ

で２車線の道路にはなると思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   用地買収ですけど、１軒、私もよく知っておるんですけども、あれ部長、どうにか

策がありますかね。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 
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   私も何度か交渉には行かせていただきました。なかなか困難かもしれませんが、粘

り強くいろいろな方面からもお願いしていきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   吐いた唾が自分のところへ戻ってきそうなので、この県道は今度、町長とともに促

進協議会のほうへ絶対に遅れないように要望をやっていきたいなと思います。 

   小学校に移ります。 

   小学校の避難場所に設定してるということは、避難所が何部屋ぐらい必要ですか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   谷畑議員の再質問にお答えさせていただきます。 

   避難所につきましては現在、コロナウイルス感染症対策としまして、国より、発熱

された方が避難してきた場合は別室に隔離しておく対策をとるようにと言われており

ますので、最低２部屋というのが必要になるかと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   ああいう小学校跡の避難場所にするということは、避難所という定義ですけども、

鍵はどっかにある、すぐ開けてくれるやろうけども、その室内はちゃんと整理してお

かんといかんの違いますかね。机ほったらかしとかそういうの、あるように見えるん

ですけど、どうでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   ２部屋につきましてはちゃんと整理して確保しております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   次、文化財ですけども、文化財は国共有のとありますけど、重要文化財とかそうい

うとても大事なものはあるんでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 
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○教育部長（井上光生） 

   町内至るところで掘り出しました、出てきた遺物ですね。それを保管してます。重

要かどうかというのは、全ての文化財というのは重要やというふうに認識しておりま

す。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   重要文化財が悪いとは言ってません。重要なのはよく分かっております。僕も以前、

２階を拝見させてもらいました。いろいろ、化石のようなものであり、史料のような

ものであり、いろいろ置かれているように思います。このちょうど文化財の天井裏が

いに雨漏りの跡があるんやけども、雨漏り放っておいたら校舎ごとぐしゃぐしゃにつ

ぶれてしまえへんかなという心配あるんやけど、その辺はどうなんでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   雨漏り対策につきましては、教室棟につきましては中の収蔵物が痛まないように必

要な対策をとっていきたいと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   重要文化財が心配なので雨漏りをちょっと聞かせてもらいました。 

   その文化財を置くのにやっぱりああいう鍵のかかったきっちりしたとこが必要なの

かということなんですけども、もうちょっと整理しても置けるんではないかというと

こなんですけど、その辺はどうでしょうか。耐震設備のある、ああいう校舎でないと

文化財は置けないんでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   先に御指摘のとおり、文化財って大事なものなので、できれば大きな地震がきても

つぶれないというところで保管できればとは思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   整理やって、部屋は空けられる可能性はありますか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 
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○教育部長（井上光生） 

   基本的に文化財につきましては、どこにどういうものがあったという記録さえ残し

ておけば整理はできるとは思います。ただ、それをするのにはちょっと労力と時間が

かかります。行く行くは整理してという形でいこうかとは思いますが、今のところは

あの状態は、今、必要最小限要るというところでございます。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   ＩＴ産業とか小さい場所でもできるような、最近のこのコロナ影響でも、在宅勤務

だのいろいろ会社自体の形態が変わってきているので、ちょっとスペースあれば会社

が入ってこれる隙間があるのではないかと思うんですけども、その辺、副町長ちょっ

と可能性のほうないですか。 

○議長（森谷信哉） 

   副町長、坂頭徳彦君。 

○副町長（坂頭徳彦） 

   実は先般、事業者さんから御相談受けまして、体育館のほう来ていただいたときに

谷畑議員が大変お忙しいところお世話になりありがとうございました。耐震の問題だ

とか、ちょうど改修しても各種の問題だとかあって活用には至らなかったところなん

ですけれども、今、議員から御提案ございました、このコロナ関係もありますし、Ｉ

Ｔ関連企業さんだとか、そのほかの事業者さんも含めてこれからも情報収集に努めて

いろいろと御活用していただけるならと思ってございますので、またそういった話が

あったときには御相談に乗ってください。よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   前向きな答弁ありがとうございます。 

   その最後の季節労働者・援農者の宿泊施設いうことなんですけども、町の推進事業

としてこういうのに補助を出すという、今、事業があります。今年のミカンの花の状

況から見たらかなり摘果作業、収穫作業が忙しくなってくると思います。山椒はたま

たま少なかったようですけれども、そういったいろいろ援農するのに、昔は、こんな

ん言ったら何やけど、出稼ぎさんというのは雪国のほうから選果とかいろいろ来てく

れてあったけども、最近ではそういうのがなくなり、また、シルバー人材センターの

人が大変重要な労力となっております。しかし、毎年ミカン中になったら、おい、手

ないかって、おまえ顔広いさけ言うてくれよって、これは毎年あります。今年は特に

あると思います。これからもそういう時期というか、そういう年は幾らかやってくる

と思います。 
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   それでこの前ある人に聞いたんやけども、東北震災のときの避難のプレハブを、そ

れを解体やってこっちへ持ってきて、そこを宿泊施設に使ったらどうかっていうんで

すけど、その小学校の運動場の利用とか、プレハブを建ててっていうのはありでしょ

うか、どうでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   グラウンドの利用については特段ほかの地域で、こういうときのために使いたいと

かいうあれがなければ利用は可能かと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   これも前向きな答弁ありがとうございます。 

   ネットで調べたら震災の、茨城県やったかな、震災のやつがもう売り切れたと。持

ってくる費用も高いというので、それは移動がちょっとかなわんかなと思いますけど

も、新たに建ってというのも。もうこれで僕の質問は気が済みましたんですけども、

現状、休校になって文化財の倉庫代わりに使っているという現状や固定観念は置いと

いてもうて、様々な方向から、やっぱり景色もええ、ひいき目ですけども景色もええ、

時間的にも許せる範囲のあの小学校の利用・活用方法を、今後いろいろな方向から考

えてもらうようにお願いして、私の質問を終わります。 

○議長（森谷信哉） 

   答弁よろしいですか、それじゃあ。 

   ７番、谷畑 進君。 

○７番（谷畑 進） 

   乱すような発言をして申し訳なかったです。町長、すみませんけど一言お願いしま

す。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   季節労働者の方の宿泊については要望あるということは伺ってますし、今回また海

南金屋トンネルが抜ければ非常に車、人の流れが変わってくると思います。今後とも

またいろんな検討は進めていきたいと思いますけれども、まず地域の方々もこんなん

ええんちゃうかということを提案していただいて、みんなでなって進めていかんと地

域の人も一緒になってこれから進めていけたらいいのになと思います。 

○議長（森谷信哉） 
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   以上でよろしいですか。 

   以上で、谷畑 進君の一般質問を終わります。 

……………通告順６番 ２番（増谷 憲）…………… 

○議長（森谷信哉） 

   続いて、２番、増谷 憲君の一般質問を許可いたします。 

   増谷 憲君の質問は、一問一答形式です。 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ただいま議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

   私は今回、二つの問題で通告を出させていただいておりますが、一般質問に入る前

に一言申し上げておきたいことがございます。 

   先ほど同僚議員の質問で補助金の返還問題の質問が出ましたが、これに関わって私

もぜひとも指摘しておかなければならない点があります。それは決算委員会でも２年

続けて主張してきたわけですが、合併前の金屋町時代のときに裁判が起こりました。

裁判のときに相手側から４００万円の供託金を差し押さえたことが起こりました。そ

れがその後ずっと引き継がれて合併後もどのようになっているのか全く明らかにされ

ておりませんので、ぜひともこの場で後日この問題がどうなったか明確な回答を頂け

ますよう求めておきたいと思います。 

   それでは一般質問させていただきます。 

   まず、新型コロナウイルスの問題であります。今回の新型コロナウイルス集団感染

は、現代社会だからこそその必然性があり、今後も別の新たなウイルス感染拡大があ

り得るという認識で臨む必要があると言われています。日本の感染症の専門家でも、

これだけのスピードで全世界に拡散するとは思っておりませんでした。世界の人口増

などで国境を越えての横断がグローバル化をもたらし、地球環境の破壊、生態系を大

きく変化させ、自然環境と人類との接点を新たに広げ、人類が未知のウイルスに遭遇

する状況になってしまっています。国連環境計画の報告書によりますと、動物が原因

の感染が出てくるのは農業の集約化、人の定住、森林や他の動物生息地への侵入など

の環境の変化や撹乱に関する場合が多いと指摘されています。今後も第２波、第３波

が来ないよう、今から対策を進めていかなければなりません。これは同僚議員からも

質問が多く出された点であります。今求められているのは、感染拡大防止し住民の命

を守ること。また、経済社会活動の制限で生じた暮らしと経営の打撃苦難を救済し守

るという立場から全力を上げなければなりません。 

   そこでまず、その後、県内において感染者が出ていないということで、６月１日か

ら学校が再開されました。しかしまだいわゆる３密は避けるという状況が続いていま

す。これは学校内でも同じであります。そこで感染をできるだけ防ぐという立場から、

１学級２０人という提案もされています。そこで当町の場合、２０人以上の児童生徒
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の人数とその学校名をお聞きし、１学級２０人にする編成の検討と教員の配置や教室

を増やすなど体制の整備について必要な措置を求めたいのですがどうでしょうか。 

   次に、感染を生まないという日常的な業務が特に必要となっています。先だって有

田市の養護教員のコロナ対策での交流の場に参加させていただきました。そこで出さ

れた声でありますが、掃除は授業の一環としながらも具体的なことは出されていない。

ごみ箱は手で触れずに足で蓋が開くものを教室に用意してほしい。多目的トイレは使

用していない。子どもに掃除をさせていない。職員室は教頭と養護教員で消毒。廊下

の掃除には雑巾を使っているが、子どもにさせていいものかどうか。机の掃除は自宅

から持ってきた雑巾でいけるかどうか。パソコンはティッシュに消毒液を吹き付けて

拭いている。冷水機は使用していない。各自家から飲物を持ってくる。耳鼻科の検診

は全校で１回する。眼科、耳、心電図の検査をせずにプールの授業をしていいものか

どうか。内科検診は窓を開けてできない。フッ素歯磨きはコップにティッシュを入れ

てそこへ吐く。そうするとコップの処理も大変など、多くの課題が寄せられました。

そこで、子どもや教員の負担軽減のために清掃業務や消毒の業務ができる人的配置を

求めたいのですが、いかがでしょうか。 

   ４点目として各学校の保健安全計画の中身、災害対策についての計画はあっても感

染症の対策は明記されておりません。また、養護教員はこのような計画を作成する上

で指導的役割を果たさなければなりませんから、養護教員の力も借りて、各学校での

具体的な対応できる感染症対策をぜひとも盛り込んでいただきたいと思います。 

   ５点目として、コロナ対策について言えば、各学校の養護教員は横の連絡、つなが

り、経験交流が残念ながらございません。対応を協議できる経験交流などをもつよう

にしていただきたい。また、藤並小学校や吉備中学校では大規模校ですから複数の養

護教員を配置していただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

   第６点目として、内科検診、プール授業を控えた中での耳鼻科検診、歯磨きの指導

対応はどのようになるのでしょうか。お答えいただきたいと思います。 

   ７点目として、コロナウイルスがまだ終息する気配がないだけに、大きなイベント

等の中止などで今後の有田の経済状況が戻ってくる状況ではないと考えています。今

から先を見越して先手で手立てを打っておくべきだと考えますが、そこで有田川町で

言えば、有田ミカンで平成３０年度で１０３億円、カキで３億１，０００万円、ブド

ウで１５６トン、スモモで２３３トン、あと山椒などがあります。農業従事者が３，

６３７人の２７％、第三次産業では７，１８２人の５３％、平成２８年度の資料では

３７７の事業所で４６１億４，２００万円の販売額があります。こういう実績がある

中でこの景気対策をしっかりしていかないと、これらがどんと下がる可能性がありま

す。そしてさらに道路など基本的な私たちのいつも使っている道、基盤整備が財政的

につかなくなり、道路整備が進まなくなることが心配されますが、こういう点での見

通しもいかがでしょうか。 
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   ８点目として、「新型コロナウイルス避難生活お役立ちサポートブック」がありま

す。これですが、これはＮＰＯ法人が作ったものですが、現段階ではどこの関係団体

へ持っていってもとても参考になる資料です。ですから関係者にこれをダウンロード

してぜひとも配っていただき、災害対策の、それから感染症対策での対応が十分でき

るものですから、ぜひ配布するよう求めたいと思いますがいかがでしょうか。このＮ

ＰＯ法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークから出されているんですが、感

染者の予防や蔓延防止のために知っていれば誰でもができるちょっとした配慮という

ことでまとめています。このブックを活用する対象者は行政職員、区長、避難所とし

て期待されている民間施設となっており、これに自主防災組織や学校、保育所、介護

施設にも配布したらいいと思いますが、どうですか。 

   ９点目として、コロナウイルスが終息していない中で自分だけは先に感染したくな

いという思いがあります。このように感染への不安などによって特定の人や地域、職

業に対して偏見や嫌悪、また差別的な対応をしてしまうことがあります。これだけは

戒めなければならないと思いますが、ぜひ広報等でお互いを思いやる気持ちを忘れな

いよう啓発をしていただきたいと思いますがいかがでしょうか。これが第１問であり

ます。 

   次に二つ目の風力発電事業について伺います。 

  風力発電事業は、有田郡と隣接郡市には現在、白馬ウインドファーム、１，５００キ

ロワットが２０基、広川・日高川ウインドファーム２，０００キロワットが１０基、

広川明神山風力発電施設が１，０００キロワット１６基、広川町風力発電所１，００

０キロワットが１基、計４７基、そして建設中が中紀ウインドファーム２，１００キ

ロワット２３基、計画段階が、海南・紀美野風力発電で４５００キロワット１５基、

ドリームウインド和歌山有田川・日高川、３，２００キロワット１１基、紀中ウイン

ドファーム４，３００キロワット２０基、白馬ウインドファームはさらに１，５００

キロワットを３，４００キロワットの大型化するための、現在２０基を１０基にする

計画。これらの計画段階が合計２４基から３３基、これらが仮に稼働するとなると７

１基から８０基前後が有田周辺の山に、しかも大型化が進んでくるということになり

ます。地震や台風被害による土砂災害、河川の氾濫、動植物への影響など、自然環境

や人への及ぼす影響が十分考えられます。さらに風力発電機の乱立で、風力発電同士

が関係した新たな環境問題を発しないか心配するわけです。これらのことに何らかの

対応を取るということで考えておかないと、今後、取り返しのつかない事態になると

考えます。有田川町は環境に優しくエコの町を売出し、若い世代が住み続けられるま

ちづくりを売りにしています。現に人口減少率は当町でいうと全国の中で５３５番目

と減少率が低く、県内では日高町と上富田町に次いで減少率が低くなっています。し

かしこれだけ乱立していきますと、若い方が敬遠し、まちづくりに逆行してくるので

はないでしょうか。そして発電事業者はエコの町を逆手にとって利用するようなこと
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まで言ってるとしか思えません。こういう状況にあることを踏まえて具体的にお聞き

していきますが、まず（仮称）海南・紀美野風力発電事業者が、この間、地元への働

きかけ、説明会、また行政への問合せなどの動きの点について、把握されていること

があれば報告をしていただきたいと思います。 

   第２点目として、建設し着工した中紀ウインドファーム事業がどこまで進んでいる

か。私この間行ってきました、現地へ。これがじかに撮った風力の上の部分です。そ

れからこれが国道４２４号の、修理川地内の民家から撮った写真でもはっきり見える

ようになってきています。それから、これは建設中のウインドファームの発電機の横

にブレード、羽根ですね。これが１機、下に置いておりました。かなり大きなもので

ありました。ということです。白馬ウインドファームの１基１，５００キロワットを

３，４００キロワット１０基に変更する計画は住民説明会を行い、その後どのような

状況にあるのか御説明を頂きたいと思います。 

   第３点目として、中紀ウインドファームの発電機が設置されつつあり、国道４２４

号修理川地内の民家からも見えるようになってきましたが、この発電機が見えるよう

になってきた設置場所に近い住民から心配の声をお聞きしました。止められないので

せめて稼働前に健康診査ぐらいはしてほしいということであります。できれば自宅に

赴いて低周波などによる影響の症状が予想されるまで、つまり頭痛やイライラ、不眠

が主要特徴であると言われておりますが、こういう検査をするべきであります。そし

て稼働後の検査と比較できるようにし、問題があれば事業者が稼働を止めて様子を見

て原因が明確にならない限り稼働しないということを約束させるよう求めていただき

たいと思いますがいかがでしょうか。 

   ４点目として、今回新たに２社により新規の風力発電事業に参入する計画が出てき

ました。大和エネルギー株式会社によるドリームウインド、和歌山有田川・日高川、

３，２００キロワット１１基。そして住友林業と電源開発株式会社による紀中ウイン

ドファーム４，３００キロワット２０基であります。これは白馬山付近の林道沿いに

行き、五村の川合付近までつながっておりますが、今後これらがどのようになってい

くのか、計画内容と環境影響評価の縦覧期間、そして住民説明会の開催についてまず

御説明をしていただきたいと思います。そしてこれらの事業所の実態を実績、把握し

ておればぜひとも報告していただきたいと思います。 

   これで第１回目の質問を終わります。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   それでは、増谷議員の御質問にお答えをいたします。 

   一つ目の新型コロナウイルス対策についてでございますけれども、これは町三役、

それから消防長を含む部長全員、行政局長、総務政策部の課長を構成員とする新型コ
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ロナウイルス対策本部会議で各部からの現状と対策案を協議するとともに検討し、政

策を指示してきました。御質問の教育関係のことは、教育部長に答弁をさせたいと思

います。 

   ７点目の財政的な影響はないかについてでありますけれども、今、上程して御承認

を頂いた一般会計補正予算第１号や補正２号に計上している事業については、国から

の補助金やふるさと応援基金、財政調整基金などで賄っているため、基金の現在高が

減少し、財政的な影響はありますけれども、財政運営上には今のところ問題はありま

せん。 

   また、今後の経済対策、道路整備等についても、国からの補助金や地方債、基金な

どで対応していきますので、問題がないと考えております。 

   ８点目の、ＮＰＯ法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークが５月に発行し

た、「新型コロナウイルス避難生活お役立ちサポートブック」についてでありますけ

れども、私もこれ、増谷議員に頂いて読ませていただきました。避難生活についても

事細かに詳しく分かりやすいように書いております。非常に分かりやすく書いてくれ

ております。感染症が発生している場合でも災害が発生すると避難所を開設し、避難

生活が行われます。そこで、自主防災組織には、避難所の運営について協力していた

だくことになりますので、まず、「避難生活お役立ちサポートブック」を自主防災組

織に早急に配布をさせていただきたいと思ってます。感染拡大を最小限に食い止めら

れるよう準備していただきたいと考えております。 

   ９点目の、コロナウイルスの認識、人権問題にならないよう広報等の啓発でありま

すけれども、国内でも、新型コロナウイルス感染症の拡大と同時に、見えないウイル

スへの不安が差別や偏見を生んでいる事例が報告され、国の新型コロナウイルス感染

症対策専門家会議でも、差別や偏見に関する現状と課題、解消について述べられてお

ります。町といたしましても広報・ホームページ等で正しい認識の啓発を行っていき

たいと思っております。 

   次に風力発電問題についてでございますけれども、（仮称）海南・紀美野風力発電

事業につきましては、事業者に問合せたところ、一昨年から何も進展がないとの回答

でありました。地元区の役員さんにも会えていないとのことであります。 

   中紀ウインドファームの進捗状況は、２３基のうち６基目を組み立て中で、来年７

月から９月の竣工に向けて予定どおり施工しているとのことでありました。 

   白馬ウインドファーム更新事業については、和歌山県のホームページによりますと、

環境影響評価方法書に係る環境の保全の見地から評価審査会と県知事の意見が提出さ

れたところであります。 

   中紀ウインドファーム建設地域に近い住民の自宅への訪問健康診断と稼働前の健康

調査を実施しないかとの御意見でありますけれども、民間事業者が各種法令にのっと

って進めている事業に明確な法的根拠などもない中で、役場が住民への健康調査や健
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康診断をすることは考えておりません。 

   新規の風力発電事業につきましては、２事業者が計画しております。 

   一つ目の事業は住友林業株式会社と電源開発株式会社の共同事業で、（仮称）紀中

ウインドファーム事業であります。計画内容は当町と日高川町との行政境界付近の白

馬林道周辺に最大４，３００キロワット級風車を最大２０基程度建設するものであり

ます。環境影響評価配慮書の閲覧期間は６月１６日から７月１５日、住民説明会は７

月１日１８時３０分から２０時まで、金屋文化保健センターで開催されます。 

   二つ目の事業は大和エネルギー株式会社が事業を進める（仮称）ドリームウインド

和歌山有田川・日高川風力事業であります。計画内容は当町と日高川町にまたがる白

馬山脈に最大３，２００キロワット級風車を最大１１基建設するものであります。環

境影響評価配慮書の閲覧期間は７月７日から８月１１日、住民説明会は７月１７日１

８時３０分から２０時３０分まで、金屋文化保健センターで開催されると聞いており

ます。 

   このあとの二つについては全く同じ区域でこの２業者が登録してるということで、

とても二つ一遍に据えるということは絶対あり得ないとだと思ってますし、その辺も

ちょっと業者さんにも会うた中では、うちとしては、あそこに国の棚田百選のあらぎ

島があるので、ここへもたくさん観光客が来ると。ここから絶対見えるところへはう

ちとしては許可はしにくいですよということと、とにかく住民の合意、総意なかった

らこれから進めないん違いますかということだけは言わせていただいております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   それでは、増谷議員の御質問のうち教育部関係についてお答えします。 

   １点目の２０人以上の学級数と１クラス２０人の編成の検討と体制についてでござ

います。 

   ２０人以上の学級数は、藤並小学校１９学級、田殿小学校４学級、御霊小学校１０

学級、鳥屋城小学校３学級、小学校計で３６学級。吉備中学校が１５学級、金屋中学

校が３学級、中学校計で１８学級となっています。２０人以下への編成は教室数の不

足など困難な要因もございますので、特に給食時には、透明シールドで前３方をガー

ドする飛沫防止パーテーションを購入し、かつ換気等を徹底し３密状態を避けたいと

思っています。 

   ２点目の清掃・消毒についての幾つかの課題への対応についてでございます。今現

在、考えられる最も効率的な方法で消毒と清掃を実施しています。 

   ３点目の学習や清掃・消毒等での人員配置をとのことでございますが、今のところ、

感染リスクが高いとされている場所の清掃や消毒は、学校の教職員と町で雇用してい
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る校務員とで行っております。 

   ４点目の学校安全計画の中に感染症対策の明記をとのことでございますが、確か前

回の御質問にも、学校安全計画の中に感染症対策の明記をとのことがございました。

町議会の一般質問の、こと学校関係の内容は、答弁内容も含めて直近の校長会で報告

と検討をするようにしていますので、この件についても報告し検討しました。学校保

健計画に明記したほうがよいとの意見が出され、早い学校では、今年度の学校保健計

画へ明記しています。 

   ５点目の各学校の養護教員による連携・経験交流についてと、藤並小学校、吉備中

学校へ複数の養護教員をとのことでございますが、増員については人事権のある県の

教育委員会へ要望していきます。また、連携につきましては当町の教職員クラブに健

康サポートクラブというのがございます。その中に今の１３校の養護教員が構成員と

なって日々の研さんを積んでおりますので、横のつながりはあるかと思っております。 

   ６点目の内科検診、プール授業を控えた中での耳鼻科検診、歯磨きへの対応はとの

ことでございますが、内科検診は、各学校で今、日程を調整している最中でございま

す。耳鼻科検診は、本日、清水地域の学校が検診しております。また、歯磨きへの対

応でございますが、どうしても歯磨き一つに時間かかります。その時間差を設け、間

隔をとって実施する方向ではありますが、それが身につくまでは、今のところ、しば

らくの間は洗口、うがいだけにしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（森谷信哉） 

  答弁漏れはございませんか。 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   再質問させていただきます。 

   まず第１問についてでありますが、藤並小学校の１９学級を入れて４小学校で３６

学級、中学校で吉備中学校の１５学級を入れて二つの中学校で１８学級という答弁で

ありました。結構あるなという印象を受けたんですが、それで２０人以下にするには

教室不足、これが一番大きいと思うんですけども、給食時の１M指針が取れないとい

うことでパーテーションでの対応ということをお聞きしました。しかしここで子ども

の安全を最優先するという立場で考えますと、小学校で４校、中学校２校ということ

ですから、今の状況での教員を増やしていただくと結構対応できる学校も出てくると

思うんですが、この点いかがでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 
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○教育部長（井上光生） 

   対応できる学校、例えば鳥屋城小学校でありましたら分けて授業をするとか対応し

ていただいてます。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   まず対応できるところからぜひ考えていただきたいと思います。それで教員の増員

については国のほうで３，１００人分、小中１０校で１人という配置の予算しか組ん

でいません。教員の増員はそれぞれ教員は若い方が多いので若者の雇用にも繋がるし、

国や県に対して人的教師を増やす財政的な支援を強く働きかけていただきたいのです

が、和歌山県がこの６月の今やっておりますけども、補正で、教員や学習指導員など

約８００人を県内の小中学校などに新たに配置する予算約１０億４，４００万円を提

案していますが、少人数学級の実現で学習をサポートするということでありますが、

御存じですよね。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   今のところ聞いておりません。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   そういう予算化になっておりますので、これは絶好のチャンスだと思いませんか。

当町でどのくらいの人数が必要か早く試算して県へ要望してほしいんです。国の試算

で言うと１人ぐらいしか配置されないと思いますので、これは早い者勝ちかなという

ふうに思いますので、ぜひ必要人数を早く試算して要望していただけないでしょうか。

どうですか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   １市３町の教育長と相談しながら推進していきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   教室とか給食室の問題はちょっと課題が大きいので、これは十分な検討が要ると思

いますので、特に藤並の関係の吉備中、藤並小ね。これ皆さんのお知恵を出していた

だいて、地域も含めてぜひ検討を求めたいと思います。 
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   それで清掃や消毒についてですが、先ほど私が養護教諭との懇談の中身ちょっと出

させていただいたんですが、感想、もしありましたらお答えください。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   養護教員の意見というのを、今、議員から聞きまして、うちのほうもそうなのかと

いうことで、ちょっと検証させてください。以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   先ほどのは有田市の養護教員の話なんですが、実は町内の養護教員の方にも聞きま

した。横のつながりが、特にコロナ問題に関してですね。聞いたんですが、そういう

会とかなかったということをお聞きしたので、これは駄目だなと思いましたので、あ

えて私はそういうサークルが幾らあってもそういう問題を実際に検討しないと話にな

らないと思いますがいかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   同じ町立有田川町内の学校の養護教諭はもちろん連携していろんなことを高めてい

くというのが基本だと思います。養護教員同士で連絡しながら密にしながらやっても

らうというのが当たり前の話なんですが、その呼び水を教育委員会でせよというので

あれば、また教職員クラブを活性化したりして考えていきます。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   これ教委から言うのがいいのかどうか、ちょっと私もあれなんですが、言いやすい

ところから言ってもらうのが一番いいので、上からかぶせるのは決していいことでな

いと思いますが、その点十分配慮した上でぜひ求めておきたいと思います。 

   それで次に清掃、掃除などの人員配置の問題ですが、感染リスクが高い場所での清

掃などは教員と用務員という御答弁でありました。もしこれが先生に何かあれば授業

にも影響が出てくるというふうに察しますので、やっぱり別の人材での対応を求めた

いと思うんですが、駄目でしょうかね。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   今のところは学校用務員、各学校におりますのでそこで清掃をして、しかも掃除し
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やすいようなグッズなり消毒液なりというのを調達して教育委員会から配布してござ

います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   それも先生のことを考えて対応していただきたいと思います。 

   次に学校安全計画の中に感染症対策を明記する問題で、早くも教委の御指導でそう

いう対応してくれた学校もあるとお聞きしましたが、今後、全学校にその学校に応じ

た対策を明記するよう求めておきたいんですが、いかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   また校長会を通じて協議していきます。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   養護教員の増員については、先ほど、私も県があれだけ増やすという話、出ました

ので、これも含めて養護教員の増についても求めておきたいんですがいかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育長、楠木茂君。 

○教育長（楠木 茂） 

   養護教員、まずは事務についても、私個人ですけども、県の教育委員会の人事のほ

うへずっと要望しております。やっぱり６００人を超えてきますと相当負担がかかり

ますので、その辺もお願いしてるところです。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   全国の都市部の学校では子どもの数多いので、養護教員の複数配置を求めておりま

して、当初８００人ぐらいの基準でどうかという話もあったんですが、最近の学校現

場の意見から、四、五百人くらいの規模で学校に複数配置いう話も出てきてまして、

やっぱりそういう全国的な流れが出てきておりますので、大きな学校で複数配置ぜひ

検討してください。 

   それから、養護教員の役割について改めて言いたいんですが、養護教員というのは

全ての児童生徒の保健及び家の関係の実態を把握して、疾病や情緒障害、体力、栄養

に関する問題など、心身の健康に問題を持つ児童生徒の個別指導に当たる。また、健

康な児童生徒についても健康の保持増進に関する指導をします。そして九つの業務載
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っておりますが、その中で学校保健に関する各種計画及び組織活動企画、運営の参画、

伝染病の予防に関することとあります。このように専門知識を持った先生ですから、

さっきの感染症対策に向けて、養護教員のお力もお借りするようにしていていただき

たいと思います。 

   それから、プール授業における耳鼻科検診の調整中ということでありますが、これ

は決して無理強いしないほうがいいと思うんですが、清水地域はもう行ったというこ

とでありますが、生徒の多い学校では慎重に取り組む必要があるのではないかと思い

ますがいかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   特に粘膜を見てという形の中で、学校医とも相談した中で、実施する方向で今、検

討してるところです。それについては、先生懸念されてるところについては十分注意

しながら実施する予定であります。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次にうがいの問題でありますが、時間差を設けてということで御答弁ありましたが、

御存じのとおり大きな学校では、この時間差を設けることによって時間的な問題が出

てきて授業に差し支え出てこないかという心配あるんですけど、この点はどうでしょ

うか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   歯磨きについては実際３分以上という形もありまして、１クールを５分以上かかっ

てしまいます。その中では今の蛇口数からいうとちょっと難しい部分もありますので、

今後検討していかなくちゃならないかなと思ってます。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   うがいについてですが、新入生、小学校１年生ですね。入ったけどほとんど学校行

けてないという状況の中で、うがいについても慣れていないという感じがするわけで

す。ですから小学校１年生については本当に気遣った対応を求めておきたいと思いま

すがいかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 
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○教育部長（井上光生） 

   おっしゃるとおり、小学校１年についてはどこに何があるかすらまだきっちりと把

握していない状態だと思います。なので議員おっしゃるとおり、その辺を配慮して指

導していくように、また校長会等で話はします。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次にその経済対策の問題に移りたいと思いますが、ＪＡありだの組合長さんに聞い

てきました。そうすると、有田ミカンについてはキロ３００円の値段がこの間ずっと

安定してついてきたと。１０万トンの生産量を切るぐらいの生産量となっているが、

生産額が鍵だと言っていました。ミカン大使は今年は中止したと。その中で何ができ

るかということで、６大都市の宣伝が大変大事だというふうに言っていました。また、

近年ペルーやチリからもミカンが入ってくるということで危機感を持っておりました。

愛媛県では有田に比べて基準が糖度を１度上げた基準にして出してるということであ

ります。花やメロンなど６次産業がこたえてくるんじゃないかということも言ってお

りました。商工会では倒産した会員はないけれども、今の状況が長引くとどうなるか

心配だと言っていました。今、国や県の制度を使っていると。そして事業継続強化計

画、いわゆるＢＣＰに取り組んでいる最中で、ここの支援や相談を受けて活用してい

きたいと。また３町の商工会で有田経営支援センターを作って５年計画の中で今年は

４年目を迎えていて、そういう問題にも対応していきたいということであります。県

外の商談会に希望する会員が出店できるよう支援していくということも言われていま

した。まさに実感が、もがいている状況だと言っておりました。こういう調整交付金

や持続化交付金の申請には県のほうからの派遣職員は必要なく、職員が１１人いるの

で自分らで頑張っているということもおっしゃっていました。また、観光ブドウ園に

ついては、イベントは中止したが、それぞれの園は通常運営をしていくようですと。

ＪＡありだとブドウ園の認識は、聞いてて少し甘いんではないかと、もっと厳しい状

況が私は見えてくるのではないかと思いますが、こういう状況の中ででもこれらの団

体には定期的な協議でもって対策を練られるよう対策を求めたいんですが、この点い

かがでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   各団体といろいろと協議しながら今後は進めていきたいと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 
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   毎年ＪＡ中心になって行っている有田ミカン消費拡大運動というのがあって、当町

も４００万円ぐらい予算化して出しておりますが、この間、組合長さんに会うたとき

に、今年の計画のゲラ刷りが上がってきて、ちょっとだけ見せてくれましたけど、中

身は見せてくれなんだんですが、これも今年に限ってどういう内容にするかというの

は大変大事だと思うので、ただ単に文面できたやつだけでなく、やっぱりほんまに功

を奏するような計画になるよう忠言してほしいんですがどうですか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   この件につきましては前々からいろいろと問題があるように考えておりますので、

今年に限ってはまた、なかなか、どんだけの効果があったかといったら難しいんです

けども、積極的に話ししていきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   それから、ちょっと小さなことになりますが、橋本市が、市民が果物を市外へ送る

際の送料について市が負担して無料にする予算化を行いました。関係予算で聞くと２，

５００万円ぐらいだそうですが、市内の登録店舗から市外へ送る場合の送料が対象で

す。期間が１２月末までとなっておりますが、担当課の話では、感染で市内に人を呼

び込めないので、市民の協力で市の果物を市外にＰＲしたい、こういう思いでやって

いるそうです。個選や、グループ出荷している団体などにも適用されてはどうかと思

いますが、この点いかがでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   その件につきましてはまた研究しながら検討していきたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   身近なことで大変いいことかなという実感を受けたのですが、ぜひ前を向いて検討

していただきたいと思います。 

   この経済対策の最後で、国内版インバウンドであさぎりなどへの宿泊支援などをや

ろうと、今、しておりますが、前回の説明会で指摘されてちょっと引っ込めたような

形になっていると思うんですけども、このことについてはその後どんなようになって

いるんでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 
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   産業振興部長、森田栄一君。 

○産業振興部長（森田栄一） 

   決してやめる方向ではなっていませんので、今後、再度検討してやっていきたいな

と考えているところです。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次に風力発電の問題について移ります。 

   今回の海南・紀美野風力発電事業計画の進捗状況がないということでありました。

１市２町の住民が反対しているのだから、もう進めることができないと思うんですが、

町長はどんな認識ですか。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   現段階では全然前向いて進んでないということで、多分僕の認識ではこの海南・紀

美野ですかな、あれは多分もう無理だと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   町長、そうですよね。ですからもう賛同を得られない状況だと、住民からは。です

から住民の願いに沿った形で、１市２町の首長さんが協働して、建設をしないよう求

める時期ではないでしょうか。どうですか。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   企業さんが考えることでありますので、先ほども言うたように今度の第３期ですか、

後の白馬のほうの二つのウインドファーム、これは全く設置する場所がかぶってるの

で、なかなか、これは今の状態では現実続けられないと。先ほども申し上げたとおり、

言うてるのが、みんなの、住民の賛成なかったらできやんでと。それと同時にうちは

ここのあらぎ島という大事なうちの観光資源であるので、ここから見えるとこの建設

はうちとしては断固反対しますということは伝えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   だから町長がそこまで踏み込んでるんですから、海南・紀美野風力発電事業につい

てはもう進めることができないということですから、住民合意もないということです
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から、住民の立場に立って１市２町の首長さんで、もうするなということを求めてお

くべきだと思いますが、どうですか。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   住民全てが反対であれば、やっぱり行政の上に立つ者として住民の意見を参考にし

て、これからもやっていかなあかんなと思ってます。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   つまり住民の声からいうと、また住民の反対の中では、行政側も、業者に対して進

めることはできませんよという意思表示だと思うんですが、それでいいですね。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   それで結構です。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   じゃあ町長も反対の意思表示みたいのを一緒にしてくれという立場ですね。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   多分この事業も、買取についてはもう間もなく終わります。今度の２社についても

ちょっと駆け込み的なとこもあって焦ってるのかなという計画でありますし、先ほど

言ったように全く同じとこかぶって２社が申請してあるということで、これも可能と

したら本当に薄いと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   次に、中紀ウインドファームの建設問題ですが、スーパー林道の日高川町の高津尾

へおりる合流地点から、広川町の岩渕地区へおりる合流地点の間で、先ほども答弁あ

りましたように、６基がこの間に建設されようとしています。まだ羽根がついていな

いものもありましたが、基礎の丸い部分を作っているのは幾つかもありました。修理

川区内の民家からも見えるよということを説明しました。問題は、羽根などを運んで

くるトレーラーが、今の林道からいうと通行できないところもあって、勝手にのり面
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を削っておるように思うんです。その写真を出したと思うんですが。そういうことは

許されるんですか。そういう勝手にのり面を削ることは許されるんですか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   それは勝手ではなくて、ちゃんと町のほうへ届出が出ております。電線も道の中へ

埋めておりますので、その届と一緒に出ておると考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   その箇所ありました。建設のとこみんな確認しました。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   ガードレールを外している箇所や、モルタル吹付を割って広げている部分も確認し

ております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   それで、白馬林道上がる途中にも穴空いたり、アスファルトこんなになったり、へ

こんだりして、上の方は一層ひどい状態なんですが、これはどうなるんですか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   白馬林道、上のスーパー林道に関しましては、施工業者がダンプで走ったりしてお

りますので、町からまた通じて施工業者に直していただきたいと思います。宇井苔白

馬に関しましては、あまり大きな物は上がってないかも分かりませんので、ちょっと

調査しまして町のほうでも修繕はしたいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   配線工事してるとこ林道を使っておりますけども、あれの使用料は取らないという

ことなんですか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 
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   ちょっとそこまで確認しておりませんが、通常、町道であればとっておるんですけ

ど、ちょっと林道のとこまでは確認しておりません。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   そこまでまけてあげる必要ないと思うので、ちゃんと占用料を取ってするべきだと

思います。 

   この沿線に町民の森修理川という町が管理してるとこがあるんですが、この森はこ

の事業者との関係どうなりますか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   関係とおっしゃるのは、どういう。 

   もし崩すとなっても勝手に崩すのではなく、地権者には承諾は得ているものと思い

ます。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   これは管理者が町なので、町民の森修理川は町が管理なんですよ。きちっと確認し

ていただけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   確認いたします。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   何か改変が起こっていれば適切な対応を求めておきたいと思います。 

   それで、３点目の中紀ウインドファームが、建設場所から近い住民の健康診査につ

いて、先ほどできないというお話でありましたが、もし何か症状が出た場合、因果関

係の証明がこっち側からできないと思うんですよ。症状が出た場合、回復するまでの

運転をまず停止を求めたいんですが、運転し続ける限り症状が出ると、しまいには住

めなくなってしまいます。これでは居住権の侵害に当たるのではないかと思いますが

いかがでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 
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○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   低周波に関しての問題だと思うんですけども、これもなかなか健康の調査手法とい

うのが現在示されておりませんので、なかなか、どういうことでそうなったのかと判

断しにくいので、停止ということにはなかなか難しいと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   なかなか因果関係難しいというのは確かにありますが、例えば東伊豆町では大型風

力で１２０人にアンケートを取って８２％回答きました。風力の回転をやめたら不眠

や頭痛など改善しているというふうに住民が回答してるんですよ。やっぱりこういう

とこから見ると因果関係があると言わざるを得ないと思うんです。それで、今、稼働

している風力発電事業者は償却資産と法人住民税が当町に入っていると思うんですが、

直近の実績幾らになるか、部長お願いします。 

○議長（森谷信哉） 

   住民税務部長、山田展生君。 

○住民税務部長（山田展生） 

   税額なんですけども、町全体の風力発電施設に係るものということで答えさせてい

ただきます。年間で固定資産税と法人町民税合わせまして年間１，３００万円弱とな

っております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   償却資産は年数たつにつれてだんだん減ってくるわけですけども、今の段階でこれ

だけ入っているということですから、私はこれだけのお金があれば健康診査なんかに

ついても難しいこと言わないので、ぜひこの財源を充てるべきだと思いますがいかが

でしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   固定資産税とか入ってるわけなんですけども、もし住民に影響があればそれは事業

者にやっぱりやっていただくべきことだと考えますので、事業者に求めてまいりたい

と思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 
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   それは大変結構なことなんですが、事業所の関わりのある医療機関でなくて、やっ

ぱり町の関連する医療機関でぜひそのときは求めていただきたいと思います。 

   それから新規の計画の件についてですが、二つの事業所が競合する場所に設置と新

聞報道に書かれていましたが、なぜ競合してくるんでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   先ほども町長が申しましたように、ＦＩＴ、固定買取制度がもう終わりますので、

今年中に固定買取制度の申請を上げなければならないので、駆け込みで２社が参入し

たんだと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   そうですよね。本当に駆け込みだと思うんですよ。それからもう一つ、事業者から

聞いた話ですが、風況変動データベースというのがあって、この中に風況マップがあ

るんです。この風況マップによると、この山の山麓の風がとってもいいということで

有名らしいです。だからこんだけ乱立してくるという事業者の話みたいですね。だか

らこういうのがあるとなかなか狙ってくるので、しかも駆け込みという中で、まとも

な説明会できると思いますか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   業者が駆け込みでなくてもそうなんですけども、国の法律に基づいた環境影響評価

という方式に乗って粛々と進めていくんだと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   今おっしゃった説明会のことですが、今、コロナウイルスで大変な時期の中で住民

説明会を行うこと自体問題だと思うんですが、そう認識ないですか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   コロナ対策に関して、会議等については県から指針が出ておりますので、その様式

にのっとって進めていくことには問題ないと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 
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○２番（増谷 憲） 

   でも仮に感染が起こったらこれ大変ですよ。私はそこを一番重点を置いて考えなけ

ればならないと思います。もともとこの事業者が、今年の１月頃から計画の相談に来

ていると思うんですが間違いないですか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   詳しい時期は分かりませんが何回か相談に来ております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   今回の説明会ですが、いわゆる法的にいう義務的な説明会ではないと思いますが、

それなのに事業者側からしたいと言ってきたんですね。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   事業者からというのもありますけども、配慮書なので別に説明会は要らないんです

けども、なるべく町からも地元住民の方には説明してくださいということはお伝えし

ております。それがコロナあるのでやめとけとかそういうことは言っておりませんが。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この説明会については、事業者の話ですよ。有田川町の要請で行うと言っておりま

すが間違いないですか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   要請とまでは認識しておりません。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   でもこれ事業者そんなん言ってたんですよ。だからそこらも認識違うんですよ。事

業者は９０人ぐらい参加してほしいということで会場を選定したと思うんですよ。こ

ういう、会場大きいんですけども、説明会を持てる状況ではないと思うんですけども

どうですか。 

○議長（森谷信哉） 
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   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   その意見はお伝えしておきますが、何しろ民間の事業者のすることでございますの

で、そこまで強く止められるというものではないと考えております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   これ後で結果が出ると思うんですが、事業者にお聞きしたらすでに五村の４区長と

下湯川の区長にも話をしにいっているそうです。御存じですね。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   どちらの事業者でしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ２業者の連携の。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   そちらのほうがあまり役場のほうへも相談なくて、とってるかどうかちょっとそこ

は確認できてません。とにかく地元へは説明に入ってくれよということは役場からも

申しております。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   業者さんが話をしに行ったら、区長さんに十分な説明をしてほしいと言われたそう

です。 

   紀中ウインドファーム計画書縦覧が始まっていますよね。住友林業と電源開発が共

同で行うものについては、電源開発のほうが全国のあちこちで風力発電事業に取り組

んでいるようですが、今回の計画では面積が７０１ヘクタールで風力接地面積が５４

５．５ヘクタール、１基４，３００キロワット、羽根の直径が１３０メートル、地面

から羽根の先端までが１５０メートルの高さだと記載されています。この縦覧には問

題点も指摘しておりますが、あらぎ島から見えるような稜線には設置しないこととあ

るように景観に配慮すること。低周波音の測定はしていない。地域に保安林がある。

土石流危険渓流が一部にある。配慮書として選定する項目では複数の住宅があり、騒
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音の重大な影響を生じる恐れがある。また重要な地形・地質から重大な影響が生じる

恐れがあること。風車の影も影響を与える恐れあり。影響予測として風力施設から２

キロメートルの範囲に１７１軒の家がある。５００メートルから１キロメートルの範

囲には４２軒、１キロから１．５キロメートルの範囲には６１軒、１．５キロメート

ルから２キロメートルの範囲では６８軒となっているようですが、これは大変な距離

になると私は思いますが、人家に今後大きな影響を与える可能性が大きいと思います。

自然環境への影響では、爬虫類の問題では樹林と草地で生息環境の変化で影響が生じ

る恐れがあると。陸産貝類では樹林と草地で生息環境の変化で影響生じる恐れ。鳥獣

保護区ではバードストライクの影響が生じる可能性がある。この段階でもこのように

問題点が指摘されておりますが、多分、部長あてにこれ出てると思うので、これ大変

なことだと思いません。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   私も拝見しまして第一にあらぎ島からの尾根は見えないんだっていう書き込みです

けど、そこへ風車が立った場合は、じゃあ風車は見えるんかというたら、ちょっと影

響が小さい程度にしか見えないって、じゃあ見えるんじゃないんですか。この辺が一

番景観的にも問題があるかなと思います。あと距離に関しましてはちょっと影響がど

の程度なのか、谷あいにもよりますし、そこはちょっとまだ未知数なとこがあると思

います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   事業所の配慮書の写真には写ってないんですよね、風車が。これは真っ赤な嘘だと

思うんですよ。絶対見えると思うんですよ。植物の問題でも、昆虫の問題で専門家か

ら指摘されているということも聞いておりますし、こういう点ではもう白馬山から向

こうは絶対作ったらあきませんよという話でしたよね。そういう観点からも事業者に

対して、はっきりもうこの際全部言うたほうがええんちゃいます。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   その辺は国が定めている環境影響評価って国の法律にのっとってやっておりますの

で、一役場からなかなか意見はしにくいかなと思いますけども、この中に書いている

つじつまの合わないようなことはこの前もちょっと連絡しましたし、進めていきたい

と思います。 

○議長（森谷信哉） 
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   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   この二つの業者が競合していることに関して、いつ頃これは一つの業者に決まる予

定になるんですか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   これは環境影響評価二つ出している時点でもう一つには決まらないと思います。ど

っちも取り下げないのかなと今の印象では思っていますので、二つとも共倒れという

んですか、つぶれる可能性もあると思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   結局そうなるんですよ。これ二つとも認められないはずでしょう。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   そうです。環境影響評価からいえばどちらも認められないと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   縦覧書が違う形で出てきた場合は問題にならないでしょう。違うことが出てくる可

能性もありますからね。ですからもう早くやめなさいと言うほうがいいんじゃないで

すか。 

○議長（森谷信哉） 

   建設環境部長、鈴木幸敏君。 

○建設環境部長（鈴木幸敏） 

   そこは先ほども申しましたように、国の法律にのっとって進めておりますので、私

どもの立場からやめなさいということはなかなか難しい。それより住民の方の声を上

げていただいて、海南・紀美野であったように住民の声を上げていただいたらと思い

ます。 

○議長（森谷信哉） 

   ２番、増谷 憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   じゃあ私が町長に成り代わって言ってもいいんだったら幾らでも言いますけども、

そういうわけにいかないので、ですから問題は１２月の期限があって駆け込みでやろ
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うとしてる。十分な説明ができない。問題がいっぱいあると。こんだけそろったらあ

かんと思うんですよ。そのことを最後お伝えして私の一般質問を終わります。 

○議長（森谷信哉） 

   答弁はいいですか。まだ２０分あるけどいいですか。 

   以上で、増谷 憲君の一般質問を終わります。 

   暫時休憩します。３時２０分まで休憩したいと思いますのでよろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １５時０２分 

再開 １５時１９分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

   一般質問を続けます。 

……………通告順７番 １番（堀江眞智子）…………… 

○議長（森谷信哉） 

   １番、堀江眞智子君の一般質問を許可します。 

   堀江眞智子君の質問は、一問一答形式です。 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   議長の許可を頂きましたので一般質問に入らせていただきます。 

   私は有田川のしゅんせつ、河床整備についてとインフルエンザの予防接種費用につ

いて質問をさせていただきます。 

   今年は全世界的に新型コロナウイルス感染症が発症し、世界では８０６万人が感染

し、４４万人が死亡するという大変な事態となっています。まだまだウイルスの正体

は分かっていませんし、ワクチンもできていません。秋からは第２波、第３波がやっ

て来ると予測をされています。そんな中でも自然災害は容赦なく襲ってきます。今年

は昭和２８年の大水害から６８年がたつかと思われますが、住民の命と財産を守る点

からも、有田川のしゅんせつや河床整備、必ずしなくてはならない事業であります。

昨年３月議会で同僚議員の質問に、国は３年間の別枠で防災・減災のため７兆円の予

算を組み、有田川は昨年１億５，０００万円という県内の河川でも飛びぬけて大きな

予算が付き河川の掘削と樹木の伐採を３年間で重点的に行う予定であり、立ち木につ

いては３年間かけて完全に伐採するとの町長の答弁がありました。河床の掘削も県に

度々要請していくとの町長の答弁がありました。今年は２年目でありますが、今、有

田川を見てみますとまだ１年しか事業は行われていませんが、重点的に進められてい

るのかなという感じがありますが、皆さんいかがでしょうか。今年度は有田川町内で

はどこの場所の事業が計画されているのでしょうか。お聞きいたします。 
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   そしてまた梅雨に入って今年は数日雨が続き、中休みが二、三日ありました。また

今日から雨となっています。毎年、毎年、この時期が来ると有田川町でも特に吉備、

田殿の地域の方にとっては雨が続いたり、大雨が降る夜は心配で夜も眠れないという

方がおられます。昭和２８年の水害では死者６３７人、全壊が約４，７００戸であり

ました。今後、この有田川町内でほかの災害や交通事故はもちろん、水害で町民の命

や財産を失うことが繰り返されてはならないと思います。このことは有田川の管轄が

県であることを考えれば、県もしっかりと認識をしなければならないと思います。近

年は集中豪雨や局所的な大雨も多い中で、我が町の町民の命と財産を守る立場から強

く働きかけていただきたいと思いますが、町長いかがでしょうか。 

   次はインフルエンザの予防接種についてであります。今年になって突然、嵐のよう

にやってきましたこのコロナウイルスの感染症でありますが、和歌山、この有田での

感染が初期に当たりましたから、大きな問題となりました。一旦落ち着いてはおりま

すが、大都市ではまだまだ感染が続いていますから、秋からは第２波、３波と感染が

広がる危険があると考えられています。有田では有田市立病院に発熱外来が開設をさ

れました。これまでインフルエンザ、通常の風邪など発熱の症状が出ればかかりつけ

医で診察してもらうのが常でしたが、今後、発熱に対応できる発熱外来のある市立病

院でまず受診することが多くなるかと考えられます。インフルエンザもコロナウイル

ス感染症も発熱という症状が同じであり、今後の発熱外来の混雑を避けるためにも、

まず今年はインフルエンザの予防接種に関して、高齢者はもちろん、全ての年齢で予

防接種が大切なのではないかと思われます。そのためにもまずは今年度、高齢者の接

種の無料化、そして全ての町民がインフルエンザの予防接種、無料で受けられること

が大事なのではないでしょうか。今、有田川町では高齢者は６５歳以上または６５歳

未満で一定の障害のある方で１回、接種時期は１０月から翌年の１月までの間、一部

自己負担が必要となっています。そして１３歳未満は２回、１３歳以上は１回または

２回、有田川町の住民基本台帳に記載されている人で令和３年１月３１日まで生後１

歳以上であり、令和２年度末に１６歳未満の子ども、そして助成額・回数は令和２年

度に１３歳未満の子どもの場合、１人に対し２回まで、令和２年度末に１３歳以上１

６歳未満の子どもの場合、１人に対し１回までとし、１回当たり３、０００円を上限

と、接種費用が上限を上回る場合はその額が助成額になる。令和２年１０月１日から

令和３年１月３１日までの接種分が対象となるとなっています。昨年の予防接種の接

種率はどれぐらいだったのでしょうか。 

   これで１回目の質問を終わらせていただきます。御答弁よろしくお願いします。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   それでは堀江議員の御質問にお答えをしたいと思います。 
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   有田川の河川整備につきましては、昨年度は、防災・減災、国土強靭化のための３

か年の緊急予算というのがありまして、この予算を活用して、流下能力向上対策とし

て田殿橋から中央大橋の区間において堆積土砂の撤去や河川内の樹木の伐採を実施し

ていただきました。今年度につきましても引き続き田殿橋から吉備橋の区間での堆積

土砂の撤去、それから吉備橋から中央大橋・鉄道公園付近で樹木の伐採を実施する計

画となっていると聞いております。また、民間による一般砂利採取についても令和４

年度まで実施予定となっており、田殿大橋上流や中央大橋上流で採取する予定となっ

ております。 

   町といたしましても、貴重な課題であると認識をしており、今後も河川の状況を注

視しながら適切に対応していただけるように、現在、高野町それからかつらぎ町、有

田川町、有田市、この１市３町で有田川河川促進協議会作ってまして、毎年毎年、こ

れも県のほうに要望に行っております。今年もまたこの促進協議会を通じて、さらに、

今年だけじゃなしにずっととっていただけるように要望してまいりたいと思います。 

   次に、予防接種費用を無償にしてはとの質問でありますけれども、インフルエンザ

予防接種については、現在、小学生以下の児童と中学生及び６５歳以上の高齢者を対

象に公費による助成を行っています。小学生以下の児童及び中学生については、ほと

んどの医療機関において１回当りの接種費用助成額３，０００円以内で予防接種を受

けることができまして、自己負担はありません。また、予防接種法による定期のイン

フルエンザ予防接種の対象者である６５歳以上の高齢者等の方につきましては、和歌

山県医師会等と委託契約を交わしており、県内の実施医療機関において予防接種を受

けることができます。接種費用は公費負担が４，０６８円と自己負担額１，３００円

となっています。本年度においては既に委託契約を交わしていることから、変更を行

うことは難しい状況だと思ってます。新型コロナウイルス感染症の拡大予防の観点か

ら、手洗いやうがいの必要性等の啓発を引き続き続けていきたいと思っています。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   答弁漏れはありますか。 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   接種率については、町単独となっています小児インフルエンザ予防接種については

中学校までを昨年伸ばしたこともありまして、元年度の実績で小学校まで対象者２，

６３２人中、接種率７８％、中学生は対象者７１１人中、接種率５７％となっていま

す。 

   それと定期の高齢者のインフルエンザですが、対象者が６５歳以上等の方で昨年の

実績で８，３７９人に対して接種者４，５４２人で接種率５４．２％となっています。 

   以上です。 
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○議長（森谷信哉） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   それでは、河川のことについてですけれども、今、県の計画をお聞きしたんですけ

れども、あまり皆さんには知られていないようなので、この機会に伝えられる状況に

なったなと思っています。 

   それから、梅雨に入って雨も多くなってきますし、また、夏場とか季節を限らず、

ちょっと大きな雨とか集中的な雨もありますので、そんなときには先ほど言いました

ように、河川に近い土地の低い住民はすごい心配されるんですね。あと土手なんかも、

以前、湊議員が質問されたときにも、あそこにはそのときに寄せ集めたいろいろなも

のが入ってて、土手は弱いんやというふうなことも言われてましたので、ぜひとも土

手の、今日は質問の中にはありませんでしたけれども、土手の改修などもお願いした

いことということと、それから、いつも土砂採取するときには水の中まで入って、水

のすれすれまでしか土砂を採取してくれないということもあるんですけれども、その

ことも十分、今までもそういうことで進んできたんですけれども、やはり全体的に河

床上がってますし、そこのところをもうちょっと県に働きかけてもらえたらなという

ふうに思っております。ぜひともよろしくお願いいたします。町長も御存じのように、

本当に昭和２８年の水害というのは、私はもちろん生まれてませんでしたけれども、

すごい人数の方がお亡くなりになって、先ほども言いましたように家なども流された

り、全壊したりとすごい大変なことだったというふうに文献などでは記録をしており

ますので、毎年この季節がくると誰かが質問をされたりというふうなことがあります

ので、ぜひとも、このときだけに限らずどんどんと県へ働きかけていただきたいなと

いうふうに思っております。よろしくお願いいたします。このことに関してはもう答

弁は、いつも働きかけてくれているということで結構でございます。 

   次にインフルエンザの予防接種についてですけれども、今年は本当に特別な年です。

それでこの間からも国の補正予算もついて、１億数千万円というお金が入ってきて、

コロナ対策にいろいろと使われたわけですけれども、使い切れない部分もあったかと

思いますが、今回もまた２次補正でその倍ぐらい入ってくるんではないかというふう

に見込まれていますけれども、確かにインフルエンザの予防接種が無料にすることが

それに何の関係があるんかなというふうに思われるかもしれませんけれども、医療機

関でいうと、今、これまでいっぱいいっぱいの対応をされていると思うんです。熱が

出ることによって、インフルエンザなのかコロナウイルスなのか分からないというこ

とであります。こんな場所で言ったら怒られるかもしれませんが、うちの息子も４日

ほど熱が出まして、どういう対策をしたらいいんかなということで保健所に問い合わ

せて、地元の病院でそれならかかれるだろうということでかかったんですけれども、

その後発熱外来もできて、発熱があれば市立病院へ問い合わせればいいんだなという
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ことを分かったんですけれども、今後やっぱり熱が出たら、民間の病院だったらちょ

っと受け付けてもらいにくいということであれば、ここら辺であれば市立病院に行く

というふうなことになると思いますが、インフルエンザもコロナウイルスも両方出て

くると、とても病院混雑すると思うんです。その前に選別できるとすれば、インフル

エンザの予防接種して、それでインフルエンザにかからないということが大切なんじ

ゃないかなというふうに思うわけで、この無料化ということを提案してるわけなんで

すけれども、部長にお聞きしたいんですけれども、今、予算、今年度もインフルエン

ザで５，０００万円だったかな、予算とってくださってると思うんですけれども、も

し高齢者の分をあと１，３００円増やして無料にするというふうなことであれば、ど

れぐらいのお金がかかるかということと、それから高齢者と子どもだけに限らず、町

民全体に関わってくることだと思うんですけれども、ですからもしその残りの、今、

高齢者の方が全体で８，３７９人です。子どもも入れたら１万二、三千人になるかな。

あと残りの町民の数とかを、皆さんが受けるわけではないんですけれども、予算化す

るとしたらどれぐらいになるとお考えでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   小児の分については先ほど言いましたとおり、１回３，０００円までを町で今、助

成させていただいてます。医療機関の協力もありまして、ほとんどの郡市内の医療機

関が３，０００円で打っていただいているので自己負担はなしでいけてます。 

   あと、高齢者インフルエンザについてですが、これは国で決まった金額で契約して

るんですけども、自己負担については有田川町は１，３００円と決めさせてもらって

ます。仮にこれを対象者８，３７９人で、８０％が打つとして１，３００円掛けてい

くと約９００万円が自己負担の持ち出し分となって、予防接種費用の委託料に加算さ

れる必要があります。 

   あと６５歳から以下の若い人については、今、補助はないんですけども、それ仮に

やるとしたら、大体今、１件、予防接種、私も毎年受けてますけども４，５００円ぐ

らいが医療機関で要ります。それを単純に１万３，０００人掛けて８０％受けたら約

５，０００万円はその分で必要になるかと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   ありがとうございました。試算しておいてくださったんですね。ありがとうござい

ます。 

   高齢者の方は９００万円と、ちょっと頑張ったら、今年だけでありますのでまずは



 

－１２７－ 

できるんじゃないかなと思います。国の補正予算の中でコロナ対策ってなってると思

うんですけれども、十分、私は病院の疲弊をさせないためにもコロナ対策になるんじ

ゃないかなというふうに思いますけどもどうですか。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   おっしゃるとおりだと思います。実は今年、うがい・手洗い徹底したおかげでイン

フルエンザ本当になかったんです。これ、コロナのはやってるときインフルエンザが

出たら、たちまち医療機関が混乱すると思います。それで、何せ今、国の２次補正、

まだこれ全然、幾らくれるとか、まだ今日の時点では全く分かってません。前回より

か多くくると思いますので、この予算がその方向に使えるのであれば前向きに検討し

ていきたいなと思います。 

○議長（森谷信哉） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   ありがとうございます。今、検討したいというのは高齢者のことについてかと思う

んですけれども、その他の世代ですると５，０００万円という部分もあるんですけれ

ども、そのこともぜひとも検討いただきたいなというふうに思うんですけれども、そ

れはどうでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   ６５歳以下の一般の方について仮に実施するとした場合、医療機関のほうでワクチ

ンの確保が多分無理だと思います。さっき言うた小学生と中学生、それと高齢者につ

いては大体毎年医療機関分かってるんで、やってくれる医療機関で大体ワクチンは取

り寄せるんですけども、新たにこの１万３，０００人分を、どんだけ来るか分からん

のに医療機関が取り寄せるというのは、ちょっと今のところ難しいかなと思っており

ます。 

○議長（森谷信哉） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   分かりました。でも何とも言えないということでありますけれども、例えば、まず

は全員できなくても限定であったり、全額でなくても、半額ぐらい補助するとか、い

ろんなことを今から考えといて、その予防接種というのは多分１０月から１月末まで

になってますけれども、もう１月末というよりも本当に初めの部分にしなければこれ

は効果がないというか、ないんじゃないかなというふうに思いますので、今からちょ
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っと検討してもらいたいなというふうに思います。高齢者のことについては町長が明

言というたらいいんかな、してもらえるというふうに考えるということでありますが、

そのほかの若い世代の方についてもぜひとも検討していただきたいと思いますが、再

度お約束をいただけますか。 

○議長（森谷信哉） 

   福祉保健部長、前久保眞次君。 

○福祉保健部長（前久保眞次） 

   何度も言いますけど、若い世代につきましては今のところ完全な任意接種でありま

して、多分受けてる方って現状だと何％もないぐらいだと思います。そこをいきなり

８０％、町がどんだけ補助するにしても、補助してどんと上がってやっぱりワクチン

の確保というのは各医療機関にお任せしてるんで、その辺との関係ありますんで、こ

の件についてはちょっと有田医師会とも協議しないと、できるとも言い難いと思って

おります。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   例えば補助できなければ、これまではそんなに皆さん受けるとか、そういうこと、

私も若いときは、今でもインフルエンザあんまり接種しないんですけれども、自分の

体に自信持ち過ぎてて、もう２回もかかったんですけれども。やはり接種をすること

をもうちょっと勧奨するとか、そういうこともしながら、コロナウイルスとともに共

生していけるような社会になるまでに、そのお薬が、かかったときにちゃんと効くよ

うな薬ができるまで、ぜひともそういうことも考えながらやっていただきたいと思い

ます。高齢者の方については死亡率も高いということで、接種率を上げるために町長

も今度の予算がきたら考えるということですので、ぜひともよろしくお願いをいたし

まして質問を終わらせていただきます。 

○議長（森谷信哉） 

   以上で、堀江眞智子君の一般質問を終わります。 

……………通告順８番 ８番（小林英世）…………… 

○議長（森谷信哉） 

   続いて、８番、小林英世君の一般質問を許可します。 

   小林英世君の質問は、一問一答形式です。 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   議長の許可を頂きましたので、質問通告に従って、８番、小林、本日最後の一般質

問をさせていただきます。 
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   最初に、最後まで熱心に傍聴していただいて誠にありがとうございます。感謝申し

上げます。 

   私の質問は通告書にあるように２項目にわたっております。一つは人口動態と少子

化であります。もう一つは情報の発信と収集ということで、その２項目について質問

をさせていただきます。 

   まず最初の人口動態と少子化についてですが、６月の初めに日本の昨年度の人口動

態が発表されました。その結果を見て非常にショックを受けたのは、生まれてきた子

どもが９０万人を切った、８６万人台になったということであります。ちなみに私は

６７年前に生まれたんですけども、その頃は２００万人だったんですよね。それぐら

い減っております。国は１．８ぐらいの合計特殊出生率というんですか、それぐらい

にしたい、そういうふうにずっと言ってるんですけども、それが残念ながら１．３６、

４年間減少を続けてます。どんどん少子化が進んでいく、そういう状態であります。

それで本町はどうなってるのかということが気になりまして、本町の現状を少し調べ

てみました。そうすると大体２００人ずつぐらい、合併後、本町は人数が減っており

ます。現在は５月末で２万６，２３０人というふうに、調べた結果載っています。ち

ょうどもう５年ちょっと前ですか、増田レポートが出まして、人口動態について、例

えば消滅するような市町村、こんな町村というかそういう発表があって、地方創生に

つながっていったわけですけども、そのときに平成２７年にうちの町が人口ビジョン

を出してます。それから平成２９年に長期総合計画を出しております。そのときに作

った目標は、２０６０年に２万人を維持するんだ、そういう大きな目標を持っており

ます。それで、今、４０年ですから、２０２０年はどのくらいの目標だったかなとい

うふうに調べてみますと、これは来年の３月いっぱいで２万６，０００という目標を

持ってるんです。ということは、今、２万６，２３０人、大体２００人ずつぐらい減

っていくというと、この目標どおりなんですよね。そのときに人口推計を国のほうで

出してるやつは２万４，０００台だったんですよ。つまりうちの減り方は非常に少な

いということで、ものすごく、人口減少についてはうちはかなり頑張ってるというふ

うに思うわけです。ただ、地域別に見ると、少子化の非常に激しい地域と、まあまあ

もってる地域というのがあるんで、そこらのことを踏まえて、一番最初にこの推移に

ついて町はどのように把握してるのかということをお尋ねします。 

   次に、今、言いましたように、地域によって違う。特に私は清水のほうで何年か教

師をやってましたんですけども、あちらのほうでは小規模校がたくさんあるんです。

児童生徒数がどんどん、どんどん減少してきまして、複式学級とかいうふうな形でや

っております。そこで、その子どもの少ないところで、４年ほど前でしたか、テレビ

を使って、安諦小学校と久野原小学校でお互い授業をやってるわけです。つまり遠隔

ですね。今、地元で授業をするとかいう話、出てましたけども、もう４年前にはうち

の地域でやってたわけです。その年だったと思うんですが、大阪の箕面市ですけど、
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そこに議員で、私たちで研修に行ったことがあります。そこでは１人１台タブレット

を渡して、うちはやってますとか、それからスカイプ、ソフトですけども遠隔で話が

できる。それを使ってニュージーランドと箕面市が使って、お互いに行き来する、情

報交換ができる。そういうようなことをやってるというのを見せていただきました。

今、密だ、それから東京を先ほどちょっと飛ばしたんですけども、東京の出生率とい

うのは１．１５ぐらいしかないんですよね。つまり都会は人は多い、若い者は多い割

に子どもが生まれてないんですよ。そういうふうなことを考えれば、これからテレワ

ーク遠距離で仕事ができるぞというのが考えると、例えばうちの、今の人の少ないと

ころで人を呼び込む大きな魅力を発信できるんじゃないかというふうに考えます。そ

ういう意味で、例えばそういう人が子どもを連れてくるんやけど、ちょっと教育心配

やなというふうなときに、有田川町のあの辺は学校ネットワークでつないで、小さい

学校で複式でやるんじゃなくて、幾つかの学校が連携してテレビで大きく授業できて

るというふうなオンライン授業ができればどうかな。例えば石垣とそれから小川とあ

るいは八幡と、こういうふうなことで授業を受けてる。そういうことで、子どもとい

うのは自分だけで育つんじゃなくて、お互い刺激を受けながら切磋琢磨して育ってい

くわけです。違う意見があればもっともっと大きく育つと思うんです。そのために顔

の見える授業が大事だと思う。そこでこういうふうなオンライン授業、あるいは遠隔

授業についてどのように考えるかというのをお尋ねしたいと思います。 

   次に２点目ですけども、情報の発信と収集ということで、まず最近、消毒液をまい

たりして、あるいは町のごみが一時、かまがあかんでというふうなことで、防災行政

無線の中でそのことを連絡してくれるんですけども、どうも聞こえにくいと。そうい

うようなことが、そういうことを聞くのが何回か重なったので、町にそういうふうな

苦情がどのくらい届いているのかというのが１点。それから、今、デジタル化が進ん

でいるんですけども、それが完成すればどの程度解消できるのかということをまずお

尋ねしたいと思います。町から出す情報、どの程度うまく皆さんに伝わってるのか。

そういうことで行政無線を通じての情報の伝わり方をどのように把握してるのかとい

うのをお尋ねしたい。 

   次にスマホを持ってる若い世代の人って多いと思うんです。行政無線で出ている原

稿をスマホでぱっと見れるようにしてあげれば非常に便利だという声も聞きますので、

その点についてどうでしょうか。これが２点目の質問であります。 

   あと、これは発信のほうなんですけども、情報収集のほうで、３点目なんですけど

も、避難行動を想定するのにどのような情報を収集しているのかというのをお尋ねし

たい。つまり、この前、コロナで密になって避難所に行くのが非常に難しいというか

抵抗が出てくる人が増えてます。うちの町の広報でも、避難所に行くというだけじゃ

なくて自宅避難あるいは親戚とか知り合いのところへ行く避難、そういうのも避難の

在り方としてありだというふうな記事が載っていました。テレビなんか見ましても、



 

－１３１－ 

そういうふうにまず危険なとこから避けるというとこで、その行き先が指定避難所で

なくてもいいわけです。だから指定避難所にかなりのキャパを持ってて、そこに例え

ば次亜塩素酸水の製造機を幾つ用意するとか、あるいはサーモグラフィーを幾つ用意

するとかというのが、この前、全協でも上がってましたけども、実際にそういうふう

な避難行動を皆さん取るのかどうか。そういうことを考えると、誰がこういうときに

どこに避難するかという基礎データを持っていくことは非常に有用やと思うんですが、

それについて当局はどのように考えるかお尋ねしたいと思います。 

   以上で１回目の質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   それでは、小林議員の御質問にお答えをさせていただきたいと思います。 

   合併時の平成１８年１月１日の人口は２万９，２７８人でしたけれども、令和２年

３月末では２万６，２５２人となり、その間１２年あまりたつんですけれども、３，

０２６人の減少となっております。地域別で見ますと、吉備地域では約８％増加して

いる一方、金屋地域で約２６％、清水地域では約３９％減少しております。また出生

者は２，８８２人に対し死亡者は５，３４２人で、自然増減では２，４５４人の減少

となり、社会増減では５９４人の減少となっております。出生者は平均いたしますと、

ちょうど年間２００人ほどになります。平成３０年度の年間出生者数は１８６人で、

人口１，０００人当たりの出生者数は７．１９人となり、県内市町村の中でも４番目

に高い数字であります。町全体で見ると出生者数では大きな増減がないものの、地域

別では吉備地域の増加に比べ、金屋、清水地域での減少が著しいところであります。 

   有田川町では平成２７年度に、有田川町人口ビジョンを策定するとともに、人口減

少克服、地方創生に取り組むため、まち・ひと・しごと創生総合戦略を掲げ、取り組

んでまいりました。まだまだ過渡期ではございますが、２０２０年度の人口は、当初

国が示した人口推計よりも約１，０００人の増となっており、一定の歯止めがかかっ

ているものかと思います。 

   その次にコロナウイルス感染症対策として、リモートワークを取り入れる企業もた

くさん出てきております。地域で心身のやすらぎを求めると同時に、地域にいながら

都会と同様に仕事ができるリモートワークが注目されており、今後は様々なケースを

視野に入れ、働く場の確保に努めていきたいと思います。そして若者が町を離れるこ

とが少子化、人口減少に直結することから、若者が住みたいまち、女性が住みたいま

ちを目指し、地域に合った施策を見出し、取り組んでいきたいと考えています。 

   小規模校の児童・生徒減少と遠隔授業については、教育部長に答弁をさせます。 

   次に、情報の発信と収集に関しましては、防災行政無線が聞き取りにくいという苦

情は町に届いているのか、という御質問でありますけれども、以前から放送内容が聞
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き取れないというお話を頂くことがありますが、現在のアナログ防災無線では、音達

距離や音質の向上は困難でありますので、防災行政無線の放送音が聞こえたら屋外へ

出て聞き取っていただいたり、また、町の防災情報メール配信サービスへの登録をし

ていただくことを案内しております。 

   次に、デジタル化が完成すれば現状の聞き取りにくさは解消するのか、また、スマ

ホへの放送内容送信という御質問については、現在、施工中のデジタル化改修工事で

は、音声伝達範囲の設計も実施し、適正な出力やスピーカーの選定を行っています。

しかしながら、周囲の雑音などの状況により設計どおり音声伝達ができない場合も考

えられますので、実稼働させて確認を行い、必要に応じて機器の音声出力の調整など

を実施し、聞き取りやすい環境整備に努めたいと考えております。また、音声伝達に

つきましては屋外で聞き取れる環境整備を目指しており、屋内にいる方については、

放送が注意喚起の一端を担うよう整備を行っているため、放送が聞こえたら屋外に出

たり、窓を開けたりして聞いていただきたいと考えております。また、音声伝達を補

完する為に、放送設備の整備と併せて、メールによる放送内容の配信や有田川町独自

の防災アプリの開発など、様々な媒体を介して情報伝達を実施する予定であります。

ただし、早期の導入を進めていますけれども、現段階においては開発途中であり、導

入は秋頃になる見込みであります。 

   続いて、避難行動を想定するためにどのような情報を収集しているのかという質問

についてお答えします。 

   避難行動については、災害から命を守るための安全確保行動であり、避難先につい

ては、町が指定する避難所だけでなく、ハザードマップ等を確認の上、安全な親類宅

や友人宅も避難先の一つである旨を広報しております。また、自宅が安全な場所に立

地している場合は、屋外への避難はかえって危険なため、２階へ上がる垂直避難も選

択肢の一つです。災害の種類及び規模によって、どこに避難を行うかは住民個々の判

断によるところでありますので、全ての住民の方がどこに避難するかは町では把握し

ておりません。しかしながら、避難行動に時間を要する避難行動要支援者については、

対象者名簿を自治会や自主防災組織等に展開し、地域ぐるみでの避難者支援をお願い

しているところであります。一人一人が避難行動について考え、緊急時には的確な避

難行動につなげられるように、今後も広報啓発に努めたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   小林議員の御質問のうち、小規模校の児童・生徒減少と遠隔授業についてお答えい

たします。 

   大規模な学校も小規模な学校もメリットとデメリット、両方あると思います。小規
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模校での一番のデメリットは、同年代のみんなの考えや意見は、その同学年から自分

を引いた数しかないということです。極端に言いますと、有田川町の学校でも１人と

いうところもあります。いろいろな意見や考えを聞き、その意見や考えを十分議論し

交わすことで、子どもたちは成長するのだと思っています。教育における知育、徳育

が育まれます。 

   以前、小林議員に御視察、当町の小規模校での他校とのＩＣＴを活用した遠隔授業

は、まさにそれを補えるツールだと思っています。しかも、海外の学校とも容易にで

きます。同時にオーストラリアともやっています。その難易度は、東京でも有田川町

でも変わることはないと思います。ＧＩＧＡスクール構想の早期実現と併せて、今後

も推進していきたく考えています。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   そうしたら再質問させていただきます。 

   我が町の人口動態は本当に地域間の差はあると思うんですけども、全体としてまあ

まあいい方向に向かっているというのは分かったんですけども、やはり極端に減って

いるところ、それは地方創生で力を入れていかなあかんという場所やと思うんですけ

ども、このコロナが出てから、これ今コロナ進行中ですけども、コロナのこの先の世

界というのは大きく変わる可能性があると思うんですよ。だから東京一極集中、こう

いうふうな形でずっとやってることのリスク、それから何もないといったら悪いです

けども、物すごく過疎という価値、そういうのがあるんではないかと。これも何年か

前ですけども、徳島の神山町に視察に行かせてもらったことがあるんですけども、川

の中に足を突っ込んでパソコンノートをたたいてというふうなのがその町のパンフレ

ットに載っている。つまり自然の価値、それがテレワークに乗ればすごく爆発的に大

きくなる可能性があるわけですね。それをしっかりとらえて、グリーンツーリズム大

事、観光振興も大事、でもこれから大きくこれをきっかけにという、このコロナをき

っかけに変わるところが出てくると思いますので、そこをしっかりアンテナ立ててま

たしっかり配信していただきたいと思うんですけども、いかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   町長、中山正隆君。 

○町長（中山正隆） 

   おっしゃるとおり、今、先ほど人口動態お話しさせてもらったんですけれども、清

水地域になるほどすごく三十何％、４０％近く減ってます。ただ、嬉しいことには、

この減った若い子、ほとんど吉備地域でとどまっていてくれるということで、非常に

ありがたいなと感謝をしているところであります。それと同時に今度のコロナの影響
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を受けて、私もこないだもちょっと話ししてたんですけど、これから農業ももっと見

直されるんちゃうかと、田舎が見直される時代がくるん違うかなという感じも持って

ますし、今、副町長が田舎暮らしの問題で県とタッグを組んで一生懸命に取り組んで

ますし、先ほど谷畑議員も指摘ありましたように、これからもＩＴ企業等々もぜひ来

てもらえるように頑張って地方創生につなげていけたらいいのになと思っています。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   ありがとうございます。大体向いてる方向は同じだと思うので、ぜひ強力に進めて

いただきたいと思います。副町長もよろしくお願いします。答弁は結構です。何か答

弁したそう。すみません。ちょっとそうしたらその方向、内容について副町長。 

○議長（森谷信哉） 

   副町長、坂頭徳彦君。 

○副町長（坂頭徳彦） 

   私も同様で、この関係で都市部から地方回帰の機運が高まっているということで、

そういうことも言われておりますし、農業は今、町長のほうから言われましたように、

有田川町は近畿の市町村１９８市町村あるんですけれども、その産出額が４番目とい

う、本当に高い農業の町でもございます。こういったことと、あとまた先ほどから言

いますＩＴ関連の、皆さん方、何社かはお話しさせてもらったこともあるんですが、

引き続いてそういったことに情報収集する中で取り組んでまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   ありがとうございます。よろしくお願いします。 

   続いて、ちょっと教育関係のことでいきたい、話をさせてください。 

   やはり小規模校というのは、先ほども言われたんですけども、メリットとデメリッ

トがある。先ほどちょっと言わなかったんですけどもメリットの中に、小回りが利く

んですよね。やるとなったらすぐできる。だから大規模校で１００人にタブレットを

配るんでも、小規模校だったら２０人に配ったら全員に配ったやんという形になると

ころもある。だからＧＩＧＡと、それからこの遠隔の授業と、ぜひ有効に融合させて

ほしいのと、あとやっぱり双方向にいかないと、一方的に授業を配信するというのは

駄目だと思うんですよ。教師やってて一番気になるのは、その子がどんな顔してるか

というのを見たいわけです。話しかけたいわけです。こういうことができるというの

をとにかく双方向をできるだけ早くやっていただきたいです。スピード感が大事だと
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思うんですけども、その点いかがでしょうか。 

○議長（森谷信哉） 

   教育部長、井上光生君。 

○教育部長（井上光生） 

   議員おっしゃるとおりでございます。子どもたちの顔を見ながらというのは、子ど

もたち同士でも言えることだと思います。そういう中では、今度１人１台というとこ

ろのＧＩＧＡスクール構想においては容易にできるツールとなり得ると思っています。

早期実現を目指します。 

○議長（森谷信哉） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   できるだけ早くというのをお願いしたいと思います。 

   文科省の課長が、今回のＧＩＧＡスクールの説明の中で、ＹｏｕＴｕｂｅにアップ

しているのを見てますと、みんなができるまでやらんねんというのと違ってできると

こからやろうなというな発信だったんです。文科省がその差が出てもええやないかと

いうのをあんなところで言うというのは、かなり異例なことだと思うんですけども、

今、話しさせてもらったんですけども、やっぱり過疎、人が少ないというところは早

くできるという物すごくメリットがあると思うので、大きな学校ができなくても小さ

いところで、しかも横に広げて。授業に関してですけども、やっぱり難しいですよ。

急にオンラインの授業を構築するというのは難しい。みんな勉強しながらやっていか

なあかんと思うんですけども、これも試行錯誤で走りながら考えてというふうな形で

進めていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

   ２項目めにいきます。 

   防災行政無線ですけども、状況を把握されてると思いますし、デジタル化もある程

度これから進んでいくと思いますし、さらにスマホ世代等の発信アプリ作成、それも

大体こちらがお願いしたいなと思う答えを頂きましたので、この件についてはもう結

構です。 

   最後になりますけども、避難行動の想定でありますけども、避難場所を、私たちは

指定避難場所を開けるわけですね。そやけども、今のあの指定避難場所に本当にそれ

だけの人が来るのかとか、それからこの避難場所にどんだけの物が要るのか。パーテ

ーションが要るとかベッドを置くんやとかいう計画は立てますけども、避難行動が分

からんのに、何ていうか頭の中で一生懸命計画してもどうなのっていうのがあるわけ

です。その思いを物すごく持ったのは、例えば８時に避難勧告が出たと。避難勧告が

出たさけ、どのくらい人がおるんかなと思って、例えば私とこだったら御霊小学校に

行くと。ほとんどおらない。１日たってもほとんど人来ない。聞くと、前に言ったけ

ども、もうやっぱり畳のとこがええわよとかって言うて、と言うので前に話しさせて
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もらったことがあるんですよ。だから避難する人がどういうことを望んでるのかとい

うのを調査するというのが先ほどの意図でして、だから、いやいやうちらも全然避難

する気ないよという人もいっぱいおると思うんですよね。その基礎データを集めるた

めに、アンケートなりなんかをやったらどうですかと思ったんですけども、総務政策

部長、いかがですか。 

○議長（森谷信哉） 

   総務政策部長、一ツ田友也君。 

○総務政策部長（一ツ田友也） 

   小林議員の再質問にお答えさせていただきます。 

   確かに各地域、地域に応じた避難所対策というのは必要になってくると思います。

自治会とか自主防災組織との情報を相互に共有しながら進めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（森谷信哉） 

   ８番、小林英世君。 

○８番（小林英世） 

   そつのないお答えありがとうございます。 

   町に物すごく負担がかかるようなことはすべきじゃないと思うんですよ。だからも

っと住民の方にも協力していただいて、前にブロックが壊れたときに、倒れたときに、

みんなで危険ブロックの場所を点検してくださいというようなことがあったと思うん

ですよ。そのときには自主防が多分動いたと思うんですけども、そういうような形で、

みんなでやっていくといろいろな情報を共有できるし、さらに啓発につながると思う

ので、その一歩先の啓発を考えて、できるだけ前へ進めていただきたいと思います。

もう答弁は結構ですからよろしくお願いします。 

   以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（森谷信哉） 

   以上で、小林英世君の一般質問を終わります。 

   以上で、一般質問を終わります。 

   本日の会議は、これで散会します。 

   次回の本会議は６月２３日、火曜日、午前９時３０分から再開させていただきます。

よろしくお願いいたしします。 

   また、皆様お疲れのところ申し訳ありませんけども、この後４階第一会議室で全員

協議会を開きますのでお集まりください。よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

散会 １６時１７分 


